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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 

福井県地域防災計画（本編） 

第１章 総則 

第１節（略） 

第２節 福井県の概況 

第１ 自然的条件 

（１）～（３）（略） 

（４）河川の現況 

本県には１級河川１５９、２級河川４１の河川がある。水系列にみると１級河川は九頭竜川水系と北川水系に分

けられ、２級河川は笙の川、耳川、南川など２２水系に分けられる。 

（中略） 

北川水系は、水源を滋賀県北部山岳地帯に発し、１０支川を合流して小浜市を横断し、若狭湾に注ぐ嶺南地方に

おける最も大きな河川である。 

 

第３節（略） 

第４節 防災関係機関の処理すべき事務または業務の大綱 

第１～２（略） 

第３ 処理すべき事務または業務の大綱 

（１）～（２） 

（３）指定地方行政機関 

（新設） 

 

 

（４）（略） 

（５）指定公共機関および指定地方公共機関 

４．電力関係機関 

 北陸電力㈱（福井支店） 

 関西電力㈱（原子力事業本部）   

（京都支店小浜営業所） 

 電源開発㈱（九頭竜電力所） 
 日本原子力発電㈱ 

            （敦賀発電所） 
 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

（敦賀事業本部） 

（１）施設の整備と防災管理 

（２）災害時における電力供給の確保 

（３）災害対策の実施と被災施設の復旧 

（６）（略） 

 

第２章 災害予防対策計画 

第１節 水害予防計画 

第１（略） 

第２ 治水対策の推進 

（１）河川改修事業 

   足羽川などの大河川については、狭部の拡幅、堆積土砂の掘削・しゅんせつ、護岸、水制等の施工、河積の拡

福井県地域防災計画（本編） 

第１章 総則 

第１節（略） 

第２節 福井県の概況 

第１ 自然的条件 

（１）～（３）（略） 

（４）河川の現況 

本県には１級河川１６０、２級河川４１の河川がある。水系列にみると１級河川は九頭竜川水系と北川水系に分

けられ、２級河川は笙の川、耳川、南川など２２水系に分けられる。 

（中略） 

北川水系は、水源を滋賀県北部山岳地帯に発し、９支川を合流して小浜市を横断し、若狭湾に注ぐ嶺南地方にお

ける最も大きな河川である。 

 

第３節（略） 

第４節 防災関係機関の処理すべき事務または業務の大綱 

第１～２（略） 

第３ 処理すべき事務または業務の大綱 

（１）～（２） 

（３）指定地方行政機関 

２０．国土地理院 

（北陸地方測量部） 

 

（１）災害情報の収集及び伝達における地理空間情報の提供 

（２）地理情報システムの活用に関すること 

（３）公共測量の技術的助言 

（４）（略） 

（５）指定公共機関および指定地方公共機関 

４．電力関係機関 

 北陸電力㈱（福井支店） 

 関西電力㈱（原子力事業本部）   

（送配電カンパニー京都支社） 

 電源開発㈱（九頭竜電力所） 
 日本原子力発電㈱ 

            （敦賀発電所） 
 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

（敦賀事業本部） 

（１）施設の整備と防災管理 

（２）災害時における電力供給の確保 

（３）災害対策の実施と被災施設の復旧 

（６）（略） 

 

第２章 災害予防対策計画 

第１節 水害予防計画 

第１（略） 

第２ 治水対策の推進 

（１）河川改修事業 

   足羽川などの大河川については、狭部の拡幅、堆積土砂の掘削・しゅんせつ、護岸、水制等の施工、河積の拡
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
大および河道の安定を図り、上流ダム群等により洪水調節を行う。 

   中小河川および都市河川についても同様の整備を図るほか、内水河川としてポンプ場等の整備も併せて実施す

る。 

 

（２）河川維持修繕事業 

平常から河川を巡視して河川施設等の状況を把握し、異常が認められたときは直ちに補修するとともに、その

原因を究明し、洪水に際して被害を最小限度に止めるよう堤防の維持、護岸、水制および根固工の修繕、堆積土

砂の除去等を実施する。 

（３）治水ダムの建設促進流域の市街化等により改修の困難な河川については、上流に洪水調節を目的としたダムを

建設することとし、これらの調査の推進を図るとともに、九頭竜川水系吉野瀬川ダム、北川水系河内川ダム、九

頭竜川水系足羽川ダムの早期完成を図る。 

 

 

第３～５（略） 

第６ 警戒避難体制の整備 

（１）～（２）（略） 

（３）県および近畿地方整備局福井河川国道事務所は、水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川ならびに水

位情報の通知および周知を実施する河川において、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域

として指定し、指定の区域および浸水した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町の長に通知する

ものとする。 

（略） 

（５）～（６）（略） 

（７）市町は、地域の実情に即した河川の水位の状況、降雨の度合等から総合的に判断し、あらかじめ、避難勧告・

指示（緊急）の具体的な発令基準ならびに避難勧告等の具体的な発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避

難経路等の住民の避難誘導等警戒避難体制を計画するものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、

台風等による高潮と河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるものとする。

県は、これらの基準及び範囲の設定及び見直しについて、必要な助言等を行うものとする。 

 

 

 

 

（８）市町は、浸水想定区域、避難場所、避難路等水害に関する総合的な資料を図面表示等を含む形で取りまとめた

ハザードマップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等の作成を行い、住民等に配布するものとする。

その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示することに努

めるものとする。また、中小河川、決壊した場合に大きな被害をもたらすおそれのあるため池および内水による

浸水に対応したハザードマップ作成についても、関係機関と連携しつつ作成・検討を行う。 

 

（９）～（１２）（略） 

第７～第１１（略） 

 

第２節（略） 

 

 

第３節 土砂災害予防計画 

大および河道の安定を図り、上流ダム群等により洪水調節を行う。 

   中小河川および都市河川についても同様の整備を図るほか、内水河川としてポンプ場等の整備も併せて実施す

る。 

    

（２）河川維持修繕事業 

平常から河川を巡視して河川施設等の状況を把握し、異常が認められたときは直ちに補修するとともに、その

原因を究明し、洪水に際して被害を最小限度に止めるよう堤防の維持、護岸、しゅんせつ、水制および根固工の

修繕、堆積土砂の除去等を実施する。 

（３）治水ダムの建設等促進 

流域の市街化等により改修の困難な河川については、上流に洪水調節を目的としたダムを建設することとし、

これらの調査の推進を図るとともに、九頭竜川水系吉野瀬川ダム、北川水系河内川ダム、九頭竜川水系足羽川ダ

ムの早期完成および九頭竜川上流ダム再生事業の推進を図る。 

 

第３～５（略） 

第６ 警戒避難体制の整備 

（１）～（２）（略） 

（３）県および近畿地方整備局福井河川国道事務所は、水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川ならびに水

位情報の通知および周知を実施する河川において、想定最大規模降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定さ

れる区域を洪水浸水想定区域（以下「浸水想定区域」という。）として指定し、指定の区域および浸水した場合

に想定される水深等を公表するとともに、関係市町の長に通知するものとする。 

  （略） 

（５）～（６）（略） 

（７）市町は、地域の実情に即した河川の水位の状況、降雨の度合等から総合的に判断し、あらかじめ、避難勧告・

指示（緊急）の具体的な発令基準ならびに避難勧告等の具体的な発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避

難経路等の住民の避難誘導等警戒避難体制を計画するものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、

台風等による高潮と河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるものとする。

県は、これらの基準及び範囲の設定及び見直しのほか、警戒避難体制の整備・強化に必要な助言等を行うものと

する。県、近畿地方整備局福井河川国道事務所および福井地方気象台は、氾濫危険情報等の防災気象情報が、避

難勧告等の発令基準と警戒レベルとの関係が明確になるよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民

の自発的な避難判断等を促すものとする。 

 

（８）市町は、浸水想定区域、避難場所、避難路等水害に関する総合的な資料を図面表示等を含む形で取りまとめた

ハザードマップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等の作成を行い、住民等に配布し、講習会を実施

する等、周知徹底を図るものとする。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避難が

必要な区域」として明示することに努めるものとする。また、中小河川、決壊した場合に大きな被害をもたらす

おそれのあるため池および内水による浸水に対応したハザードマップ作成についても、関係機関と連携しつつ作

成・検討を行う。 

（９）～（１２）（略） 

第７～第１１（略） 

 

第２節（略） 

 

 

第３節 土砂災害予防計画 

2



福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
第１（略） 

第２ 山地災害対策の推進 

  山腹の崩壊、崩壊土砂の流出が現に発生し、または発生するおそれのある保安林で、その危害が直接人家また

は公共施設に及ぶ危険性がある地域について、森林法に基づき、治山事業による治山施設の整備や森林の維持造

成を通じて、山地災害の未然防止を図る。また、当該区域である旨の表示板を設置し、住民に周知する。 

 

 

第３～４（略） 

 

第５ 警戒避難体制の整備 

（１）～（２）（略） 

（３）避難勧告等の発令基準の設定 

市町は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告

等を発令することを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定するものとする。また、面積の広さ、地形、

地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地域に分割した上で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用い、危険

度の高まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよ

う、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 

 

 

 

第４節（略） 

第５節 農業災害予防計画 

第１（略） 

第２ 防災営農対策の推進 

  各種災害による農作物等の被害（病害虫を含む。）の減少を図り、防災営農を推進するため、防災営農指導体制

の確立ならびに防災営農技術の確立および普及を図る。 

 

（１）～（２）（略） 

（新設） 

 

 

 

第６～７節（略） 

 

第８節 

県および市町は、所管施設のうちから、災害応急対策上の重要性、有効性等を鑑みて、防災上重要な建築物を

指定する。 

これらの建築物については、耐震診断を実施し、必要なものは、順次耐震補強を図るとともに、浸水防止対策

等を推進し、安全性の向上を図る。 

 

 

第９節～第１４節 

 

第１５節 緊急事態管理体制整備計画 

第１（略） 

第２ 山地災害対策の推進 

  山腹の崩壊、崩壊土砂の流出が現に発生し、または発生するおそれのある保安林でについて、その危害が直接

人家または公共施設に及ぶ危険性がある地域について、森林法に基づき、治山事業による治山施設の整備や森林

の維持造成を通じて、山地災害の未然防止を図る。また、当該区域である旨の表示板を設置し、住民に周知する

土砂の流出が直接人家または公共施設におよぶ危険性がある地区について、「山地災害危険地区」に指定し、住

民に周知する。 

第３～４（略） 

 

第５ 警戒避難体制の整備 

（１）～（２）（略） 

（３）避難勧告等の発令基準の設定 

市町は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告

等を発令することを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定するものとする。また、面積の広さ、地形、

地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地域に分割した上で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用い、危険

度の高まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよ

う、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。県および福井

地方気象台は、土砂災害警戒情報等の防災気象情報が、避難勧告等の発令基準と警戒レベルとの関係が明確にな

るよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促すものとする。 

 

第４節（略） 

第５節 農業災害予防計画 

第１（略） 

第２ 防災営農対策の推進 

  各種災害による農作物等の被害（病害虫を含む。）の減少を図り、防災営農を推進するため、防災営農指導体制

の確立ならびに防災営農技術の確立および普及を図るとともに、農業保険（農業共済、収入保険）の加入を促進

する。 

（１）～（２）（略） 

（３）農業保険の加入促進 

県は、農業者が自然災害による農作物や施設園芸用施設等への被害に対して自ら備える体制の構築を図るた

め、市町や農業共済組合、農業関係団体等と連携し、農業保険の加入を促進する。 

 

第６～７節（略） 

 

第８節 

県および市町は、所管施設のうちから、災害応急対策上の重要性、有効性等を鑑みて、防災対策上重要な建築

物（以下、重要施設）を指定する。 

これらの建築物については、耐震診断を実施し、必要なものは、順次耐震補強を図るとともに、浸水防止対策

等を推進し、安全性の向上を図る。また、長期停電に備え、非常用発電機を整備し、７２時間は外部からの供給

なしで稼働できるよう、あらかじめ燃料を備蓄する等、電力の確保に努める。 

 

第９節～第１４節 

 

第１５節 緊急事態管理体制整備計画 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
第１～第２ 

第３ 市町防災活動体制 

市町は、物資の集積、救急、救援活動や災害時のボランティアの受入れを目的とした地域防災拠点、市町防災

行政無線等の情報通信施設、食糧・日用生活品等の備蓄倉庫、避難所や庁舎等の非常用電源等の整備に努めると

ともに、対応する災害に応じて浸水防止機能、土砂災害に対する安全確保等に努めるものとする。災害時に緊急

の救護所、被災者の一時収容施設となる病院、診療所、学校や防災活動の中心となる庁舎については、耐震化を

図る。 

第４（略） 

 

第５ 県の緊急事態管理体制 

（１）～（２）（略） 

（３）住民に対する情報連絡・伝達設備および体制の整備 

① 多様な媒体の活用 

災害時の円滑な防災活動の遂行と住民等に対する適切な情報を提供するに当たり、緊急通信手段を確保するた

め、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、コミュニティー放送局、ＦＭ文字多重放送、携帯電話（緊急速

報メール機能を含む。）、地上デジタル放送等新たな媒体の活用を図り、コミュニティー放送局についても、災

害時に活用するため、その設置の検討を進める。 

（略） 

（４）～（７）（略） 

第６～第８（略） 

 

第１６～第１７節（略） 

 

第１８節 広域的相互応援体制整備計画 

第１～第２（略） 

第３ 協定締結機関との協定 

（４）（新設） 

 

 

第４～第５（略） 

 

第１９節（略） 

 

第２０節 防災知識普及計画 

第１ 防災知識普及計画 

（１）県民に対する防災知識の普及 

県および市町は、県民の防災意識の高揚を図るため、各種の手法を活用した教材、マニュアルを作成するほか、

県民に対する社会教育、防災に関する様々な動向や各種データの分かりやすい発信などを通じて、防災に対する

関心を高め、防災知識を普及させる。また、災害による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本と

なることを踏まえ、警報等や避難指示（緊急）等の意味と内容の説明など、啓発活動を住民等に対して行うもの

とする。 

 

（２）（略） 

第１～第２ 

第３ 市町防災活動体制 

市町は、物資の集積、救急、救援活動や災害時のボランティアの受入れを目的とした地域防災拠点、市町防災

行政無線等の情報通信施設、食糧・日用生活品等の備蓄倉庫、避難所や庁舎等の７２時間は対応可能な非常用電

源等の整備に努めるとともに、対応する災害に応じて浸水防止機能、土砂災害に対する安全確保等に努めるもの

とする。災害時に緊急の救護所、被災者の一時収容施設となる病院、診療所、学校や防災活動の中心となる庁舎

については、耐震化を図る。 

第４（略） 

 

第５ 県の緊急事態管理体制 

（１）～（２）（略） 

（３）住民に対する情報連絡・伝達設備および体制の整備 

① 多様な媒体の活用 

災害時の円滑な防災活動の遂行と住民等に対する適切な情報を提供するに当たり、緊急通信手段を確保するた

め、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、コミュニティー放送局、ＦＭ文字多重放送、戸別受信機、一斉

電話配信システム、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、地上デジタル放送等新たな媒体の活用を図り、

コミュニティー放送局についても、災害時に活用するため、その設置の検討を進める。 

（略） 

（４）～（７）（略） 

第６～第８（略） 

 

第１６～第１７節（略） 

 

第１８節 広域的相互応援体制整備計画 

第１～第２（略） 

第３ 協定締結機関との協定 

（４）（略） 

福井県テントシート工業組合と締結している「災害時等における物資の調達等に関する協定書」 

丹南ケーブルテレビ株式会社と締結している「災害にかかる情報発信等に関する協定書」 

第４～第５（略） 

 

第１９節（略） 

 

第２０節 防災知識普及計画 

第１ 防災知識普及計画 

（１）県民に対する防災知識の普及 

県および市町は、県民の防災意識の高揚を図るため、各種の手法を活用した教材、マニュアルを作成するほか、

県民に対する社会教育、防災に関する様々な動向や各種データの分かりやすい発信などを通じて、防災に対する

関心を高め、防災知識を普及させる。また、災害による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本と

なることを踏まえ、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で避難行動をとることや、警報等や

避難指示（緊急）等の意味と内容の説明など、啓発活動を住民等に対して行うものとする。 

 

（２）（略） 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
（３）学校における防災教育 

   県および市町は、学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の確保

など、防災に関する教育の充実に努めるものとする。また、学校において、外部の専門家や保護者等の協力の下、

防災に関する計画やマニュアルの策定が行われるよう促すものとする。 

 

第２～第３（略） 

 

第２１節 自主防災組織等整備計画 

第１～第５（略） 

第６ 事業所等における防災活動の推進 

（１）（略） 

（２）県、市町の措置 

特定の危険物等を取り扱う事業所および多数の者が利用する施設等については、消防法により消 

防計画を作成し、自衛消防組織を設置することが義務付けられているが、それ以外の組織についても自衛消防組

織の設置を推進することとし、県および市町は指導に努めるものとする。 

また、県および市町は、事業者等が組織する自衛消防組織の組織率向上や事業者等の事業継続計画（ＢＣＰ）

策定に向けて、商工団体、事業者団体、地域団体等を通じた指導や広報を推進するとともに、活動の活性化のた

め、リーダーの育成等に努める。 

 

 

 

第２２節 要配慮者災害予防計画 

第１～第２（略） 

第３ 情報連絡・伝達設備および体制の整備 

   避難行動要支援者に対する情報連絡・伝達設備および体制については、要介護高齢者、視覚障害、聴覚障害、

肢体障害等、避難行動要支援者の特性にあわせ、「個別計画」を作成する中で整備を図るものとする。 

（略） 

その他、県および市町は、訪日外国人旅行者等避難誘導の際に配慮を要する来訪者への情報伝達体制等の整備

に努めるものとする。 

第４（略） 

 

第５ 防災知識の普及 

（１）要配慮者に対する防災知識の普及啓発 

県は、市町と協力して、漫画、ビデオの手法を取り入れることや外国語版など要配慮者の実情に配慮した防災

知識の普及啓発を行う。 

 

第６～第７（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（３）学校における防災教育 

県および市町は、学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の確保

など、防災に関する教育の充実に努めるものとする。特に、水害・土砂災害のリスクがある学校においては，避

難訓練と合わせた防災教育の実施に努めるものとする。また、学校において、外部の専門家や保護者等の協力の

下、防災に関する計画やマニュアルの策定が行われるよう促すものとする。 

第２～第３（略） 

 

第２１節 自主防災組織等整備計画 

第１～第５（略） 

第６ 事業所等における防災活動の推進 

（１）（略） 

（２）県、市町の措置 

   特定の危険物等を取り扱う事業所および多数の者が利用する施設等については、消防法により消 

防計画を作成し、自衛消防組織を設置することが義務付けられているが、それ以外の組織についても自衛消防組

織の設置を推進することとし、県および市町は指導に努めるものとする。 

また、県および市町は、事業者等が組織する自衛消防組織の組織率向上や事業者等の事業継続計画（ＢＣＰ）

策定に向けて、商工団体、事業者団体、地域団体等を通じた指導や広報を推進するとともに、活動の活性化のた

め、リーダーの育成等に努める。 

さらに、県は、商工会・商工会議所が市町と共同して事業者等の事業継続力強化を支援する取り組みを促すも

のとする。 

 

第２２節 要配慮者災害予防計画 

第１～第２（略） 

第３ 情報連絡・伝達設備および体制の整備 

   避難行動要支援者に対する情報連絡・伝達設備および体制については、要介護高齢者、視覚障害、聴覚障害、

肢体障害等、避難行動要支援者の特性にあわせ、「個別計画」を作成する中で整備を図るものとする。 

（略） 

その他、県および市町は、訪日外国人旅行者等の避難誘導の際に、防災・気象情報が確実に伝達できるよう、

多言語化等の情報伝達体制等の整備に努めるものとする。 

第４（略） 

 

第５ 防災知識の普及 

（１）要配慮者に対する防災知識の普及啓発 

県は、市町と協力して、漫画、ビデオの手法を取り入れることや外国語版など要配慮者の実情に配慮した防災

知識の普及啓発を行う。市町は、防災と福祉（地域包括支援センター・ケアマネジャー）の連携により、高齢者

の避難行動に対する理解の促進を図るものとする。 

第６～第７（略） 

第８ 外国人に係る対策 

（１）防災知識の普及啓発 

   県、市町および福井県国際交流協会は、災害時に取るべき行動や災害情報を記載した「多言語防災カード」の

配布や各地域における外国人コミュニティリーダーの養成等を通じ、外国人の防災知識の普及啓発を推進する。 

 （２）外国人を含めた防災訓練等の実施 

県および市町は、防災訓練を実施する際、外国人の参加を呼びかけるなど、地域において外国人を支援する体

制が整備されるよう努める。 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３節 ボランティア活動支援計画 

第１（略） 

第２ ボランティア活動への支援および広域応援体制の整備 

（１）～（２）（略） 

（３）ボランティア活動体制の整備 

   県は、ボランティア活動が円滑に実施されるよう、ボランティア団体等との協働による組織体制を整備すると

ともに、県内外のボランティア団体等との連携協力を図る。 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 緊急活動体制計画 

第１～第３（略） 

第４ 福井県災害対策連絡室の設置 

（１）～（２）（略） 

（３）組織および業務内容 

①（略） 

②災害対策連絡室の室次長は、安全環境部危機対策監および安全環境部企画幹をもって充て、室長に事故あると

きは、安全環境部危機対策監の職にある室次長、安全環境部企画幹の職にある室次長の順序で、その職務を代

理する。 

③～⑥（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、県・市町・国際交流協会職員は、外国人、通訳ボランティア等が参加する災害多言語支援センターの設

置・運営訓練を行い、参加者や職員の対応能力の向上を図り、災害時の外国人支援に備える。 

 （３）通訳ボランティア等の育成・確保 

   県、市町および福井県国際交流協会は、災害時に外国人を支援できるよう、通訳ボランティアの育成や確保に

努めるとともに、外国人の自助や地域でのネットワークづくりに資するため、外国人に日本語を教えるボランテ

ィアを育成する。 

（４）外国人相談体制の充実 

県、市町、福井県国際交流協会は、防災を含む日常生活の中での様々な問題について、気軽に相談し、適切な

助言が受けられるように相談窓口の充実を図る。 

 

第２３節 ボランティア活動支援計画 

第１（略） 

第２ ボランティア活動への支援および広域応援体制の整備 

（１）～（２）（略） 

（３）ボランティア活動体制の整備 

   県は、ボランティア活動が円滑に実施されるよう、ボランティア団体等との協働による組織体制を整備すると

ともに、県内外のボランティア団体等との連携協力を図る。また、県および市町は、ボランティア団体等と意見

交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 緊急活動体制計画 

第１～第３（略） 

第４ 福井県災害対策連絡室の設置 

（１）～（２）（略） 

（３）組織および業務内容 

①（略） 

②災害対策連絡室の室次長は、安全環境部危機対策監および安全環境部副部長をもって充て、室長に事故あると

きは、安全環境部危機対策監の職にある室次長、安全環境部副部長の職にある室次長の順序で、その職務を代

理する。 

③～⑥（略） 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
⑦災害対策連絡室の組織図については、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（略） 

（５）設置の伝達等 

  ①勤務時間中における伝達 

ア～イ（略） 

   ウ 危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部企画幹、各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を含む。）

および関係課の長に伝達するとともに、庁内放送を行う。 

② 勤務時間外または休日等における伝達 

ア～イ（略） 

ウ  危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部企画幹、各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を含

む。）および関係課の長に伝達するとともに、あらかじめ定める緊急連絡網により危機対策・防災課員

に伝達する。 

エ 伝達を受けた各部連絡責任者は、各部局長、各部局企画幹および各部連絡員に伝達する。 

オ（略） 

③（略） 

（６）～（７）（略） 

 

第５ 福井県災害対策本部の設置 

（１）～（３）（略） 

（４）組織、事務分掌等 

③ 災害対策本部員は、教育長、各部長（行政組織規則（昭和３９年福井県規則第２１号）第２０２条第１項

に定める部長をいう。）、総合政策部新幹線・地域鉄道対策監、安全環境部危機対策監、国体推進局長、会

計管理者および警察本部長をもって充てる。 

また、災害対策本部には災害対策本部の広報を総括するため、報道主管者を置き、総務部企画幹または安全

⑦災害対策連絡室の組織図については、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（略） 

（５）設置の伝達等 

 ①勤務時間中における伝達 

ア～イ（略） 

   ウ 危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部副部長、各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を含む。）

および関係課の長に伝達するとともに、庁内放送を行う。 

② 勤務時間外または休日等における伝達 

ア～イ（略） 

ウ  危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部副部長、各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を含

む。）および関係課の長に伝達するとともに、あらかじめ定める緊急連絡網により危機対策・防災課員

に伝達する。 

エ 伝達を受けた各部連絡責任者は、各部局長、各部局副部長および各部連絡員に伝達する。 

オ（略） 

③（略） 

（６）～（７）（略） 

 

第５ 福井県災害対策本部の設置 

（１）～（３）（略） 

（４）組織、事務分掌等 

③ 災害対策本部員は、教育長、各部長（行政組織規則（昭和３９年福井県規則第２１号）第２０２条第１項

に定める部長をいう。）、総合政策部新幹線・地域鉄道対策監、安全環境部危機対策監、国体推進局長、会

計管理者および警察本部長をもって充てる。 

また、災害対策本部には災害対策本部の広報を総括するため、報道主管者を置き、総務部副部長または安全
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
環境部企画幹をもって充てる。 
 

④ 災害対策本部に次の部を置き、部の長は部長とし、同表に掲げる者をもって充てる。 

なお、各部に班を置き、その主な事務分掌は福井県災害対策本部運営要綱で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤～⑦（略） 

⑧ 災害対策本部に、安全環境部長を長とし、安全環境部危機対策監および安全環境部企画幹を次長とする事

務局を置き、危機対策・防災課長を長とする防災班（危機対策・防災課員）および防災班長が事務局長と

協議して指定した班員をもって構成する。 
 

⑨ 災害発生時に災害応急対策を円滑に実施するため、次の職員を指定する。 

ア 各部連絡責任者 

各部局企画参事（総務部および総合政策部においては、各部で指定された者）、国体推進局企画広報課

課長補佐、会計局審査指導課課長補佐および県警察本部警備課課長補佐を充て、部内各班相互の緊密な連

絡、調整を図る。 

イ～ウ（略） 

   ⑩（略） 

   ⑪ 災害対策本部の組織図については、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境部副部長をもって充てる。 

 

④ 災害対策本部に次の部を置き、部の長は部長とし、同表に掲げる者をもって充てる。 

なお、各部に班を置き、その主な事務分掌は福井県災害対策本部運営要綱で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤～⑦（略） 

⑧ 災害対策本部に、安全環境部長を長とし、安全環境部危機対策監および安全環境部副部長を次長とする事

務局を置き、危機対策・防災課長を長とする防災班（危機対策・防災課員）および防災班長が事務局長と

協議して指定した班員をもって構成する。 

 

⑨ 災害発生時に災害応急対策を円滑に実施するため、次の職員を指定する。 

ア 各部連絡責任者 

各部局政策参事（総務部および総合政策部においては、各部で指定された者）、国体推進局企画広報課

課長補佐、会計局審査指導課課長補佐および県警察本部警備課課長補佐を充て、部内各班相互の緊密な連

絡、調整を図る。 

イ～ウ（略） 

   ⑩（略） 

   ⑪ 災害対策本部の組織図については、次のとおりとする。 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
（５）～（６）（略） 

（７）設置の伝達 

① 勤務時間中における伝達 

ア～イ（略） 

    ウ 危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部企画幹および各部連絡責任者に伝達するとともに、庁内放送

を行う。 

   エ 伝達を受けた各部連絡責任者は、各部局長、各部局企画幹および各部連絡員に伝達し、各部連絡員は部局

内各課に伝達する。また、伝達を受けた各課長は、所管する出先機関に伝達する。 

 

② 勤務時間外または休日等における伝達 

ア～イ（略） 

   ウ 危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部企画幹および各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を

含む）に伝達するとともに、あらかじめ定める緊急連絡網により危機対策・防災課員に伝達する。また、

緊急を要する場合は、あらかじめ定める方法により各部連絡責任者および各部連絡員に参集することを伝

達する。 

   エ 伝達を受けた各部連絡責任者は、各部局長、各部局企画幹および各部連絡員に伝達し、各部連絡員は、各

部局があらかじめ定める緊急連絡網により部局内各課に伝達する。 

 

③ 伝達系統 

災害対策本部の設置に係る伝達系統図は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）～（６）（略） 

（７）設置の伝達 

① 勤務時間中における伝達 

ア～イ（略） 

   ウ 危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部副部長および各部連絡責任者に伝達するとともに、庁内放送

を行う。 

      エ 伝達を受けた各部連絡責任者は、各部局長、各部局副部長および各部連絡員に伝達し、各部連絡員は部局

内各課に伝達する。また、伝達を受けた各課長は、所管する出先機関に伝達する。 

 

② 勤務時間外または休日等における伝達 

ア～イ（略） 

   ウ 危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部副部長および各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を

含む）に伝達するとともに、あらかじめ定める緊急連絡網により危機対策・防災課員に伝達する。また、

緊急を要する場合は、あらかじめ定める方法により各部連絡責任者および各部連絡員に参集することを伝

達する。 

      エ 伝達を受けた各部連絡責任者は、各部局長、各部局副部長および各部連絡員に伝達し、各部連絡員は、各

部局があらかじめ定める緊急連絡網により部局内各課に伝達する。 

 

③ 伝達系統 

災害対策本部の設置に係る伝達系統図は次のとおりとする。 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
（８）職員の参集 

①～③（略） 

④ 参集状況等の報告 

    各部連絡責任者は、出先機関も含めた職員の参集状況等を速やかに把握し、人事企画課へ報告するものとす

る。 

（９）～（１３）（略） 

（１４）職務の代理 

①（略） 

② 災害発生時において、教育長が不在等の場合には、福井県教育委員会行政組織規則（昭和４６年６月１日福

井県教育委員会規則第５号）第２７条第４項の規定に準じて教育庁企画幹がその職務を代理するものとする。 

③（略） 

  ④ 災害発生時において、部長が不在等の場合には、福井県事務決裁規程（昭和５０年４月１日福井県訓令第３

号）第７条の規定に準じてその部の企画幹が、また、企画幹も不在等の場合には部長があらかじめ指名した者が

その職務を代理するものとする。 

  ⑤（略） 

第６～第１０（略） 

 

第２節 防災関係機関応援計画 

第１（略） 

第２ 応援協力等の要請 

（１）市町（略） 

（２）県 

  ①他機関との事前協議 

 ア～エ（略） 

 オ その他 

 （中略） 

 （新規） 

②～④（略） 

⑤土木部 

土木部は、福井県が管理する公共施設等に災害が発生し、またはそのおそれがある場合は、「災害時の応援に

関する申し合わせ（平成17年6月14日）」に基づき、近畿地方整備局へ災害対策用資機材等および人員配置（リ

エゾン、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥを含む）の応援を要請するものとする。応援要請は近畿地方整備局企画部へ口頭ま

たは電話等により依頼し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（３）～（４）（略） 

第３（略） 

第３節（略） 

 

第４節 防災気象計画 

第１ 福井地方気象台の行う特別警報・警報・注意報等の発表 

（新設） 

 

 

 

 

（８）職員の参集 

①～③（略） 

④ 参集状況等の報告 

   各部連絡責任者は、出先機関も含めた職員の参集状況等を速やかに把握し、人事企画課へ報告するものとす

る。 

（９）～（１３）（略） 

（１４）職務の代理 

①（略） 

②災害発生時において、教育長が不在等の場合には、福井県教育委員会事務決裁規定（昭和５０年５月３１日福

井県教育委員会訓令第４号）第５条の規定に準じて教育振興監がその職務を代理するものとする。 

 ③（略） 

   ④ 災害発生時において、部長が不在等の場合には、福井県事務決裁規程（昭和５０年４月１日福井県訓令第３

号）第７条の規定に準じてその部の副部長が、また、副部長も不在等の場合には部長があらかじめ指名した者が

その職務を代理するものとする。 

⑤（略） 

第６～第１０（略） 

 

第２節 防災関係機関応援計画 

第１（略） 

第２ 応援協力等の要請 

（１）市町（略） 

（２）県 

  ①他機関との事前協議 

 ア～エ（略） 

 オ その他 

 （中略） 

 ・福井県テントシート工業組合 

②～④（略） 

⑤土木部 

土木部は、福井県が管理する公共施設等に災害が発生し、またはそのおそれがある場合は、「災害時の応援に

関する申し合わせ（平成17年6月14日）」に基づき、近畿地方整備局へ災害対策用資機材等および人員配置（リ

エゾン、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥを含む）の応援を要請するものとする。応援要請は近畿地方整備局災害対策マネジ

メント室へ口頭または電話等により依頼し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（３）～（４）（略） 

第３（略） 

第３節（略） 

 

第４節 防災気象計画 

第１ 福井地方気象台の行う特別警報・警報・注意報等の発表 

（１）警戒レベルを用いた防災情報の提供 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行動」を５段階に分け、「居住者等

がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す情報」とを関連付けるものである。 

「居住者等がとるべき行動」、「行動を居住者等に促す情報」及び「行動をとる際の判断に参考となる情報」をそ

れぞれ警戒レベルに対応させることで、出された情報からとるべき行動を直感的に理解できるよう、災害の切迫度

10



福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
 

（１）特別警報・警報・注意報の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に応じて，５段階の警戒レベルにより提供する。 

（２）特別警報・警報・注意報の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、警報・注意報が発表された後

の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

・全般気象情報、北陸地方気象情報、福井県気象情報 

気象の予報等について警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、警報・注意報が発表された後の経過や予想、

防災上の注意を解説する場合等に発表する。 

・土砂災害警戒情報 

福井県と福井地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報(土砂災害)発表中に、大雨による土砂災害発生の危険

度が高まった時、市町の長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう市町ごとに発表す

る。 

 

 

 
（４）気象情報  

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、警報・注意報が発表された後

の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する。 

・早期注意情報（警報級の可能性）  

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表する。当日から翌日にかけては時間帯を区切

って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（嶺北、嶺南）で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報

の対象地域と同じ発表単位（福井県）で発表する。大雨に関して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想されている

場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 

 

・全般気象情報、北陸地方気象情報、福井県気象情報 

 気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発

表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する。 

・土砂災害警戒情報 

 福井県と福井地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報(土砂災害)発表中に、大雨による土砂災害発生の危険

度が更に高まった時、市町の長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう市町ごとに発表

する。なお、大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）で、実際に危険度が高まってい

る場所についての情報提供を行う。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
・記録的短時間大雨情報 

県内で、数年に一度程度しか発生しないような激しい短時間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気

象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したとき（1 時間雨量80mm 以上）に、福井県気象情報の一種とし

て発表する。 

・竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発

表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まった時に県単位で発表する。この情報の有

効期間は、発表から1 時間である。 

・指定河川洪水予報 

河川の増水や氾濫などに対する水防活動のため、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を

示して発表する警報及び注意報である。 

（略） 

 

第２（略） 

 

第３ 近畿地方整備局福井河川国道事務所と福井地方気象台が共同して行う九頭竜川洪水予報および北川洪水予報

の発表 

（１）九頭竜川洪水予報および北川洪水予報の発表基準等 

   近畿地方整備局福井河川国道事務所と福井地方気象台が共同して行う九頭竜川洪水予報および北川洪水予報

の種類および発表の基準は、次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記録的短時間大雨情報 

 県内で大雨警報発表中に、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測（地上の雨量計による

観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したとき（1時間雨量80mm以上）に、福井県気

象情報の一種として発表する。 

 

・竜巻注意情報 

 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発

表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まった時に天気予報の発表区域（嶺北、嶺南）

単位で発表する。この情報の有効期間は、発表から1時間である。 

・指定河川洪水予報 

 河川の増水や氾濫などに対する水防活動のため、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を

示して発表する警報及び注意報である。警戒レベル２～５に相当する。 

（略） 

 

第２（略） 

 

第３ 近畿地方整備局福井河川国道事務所と福井地方気象台が共同して行う九頭竜川洪水予報および北川洪水予報

の発表 

（１）九頭竜川洪水予報および北川洪水予報の発表基準等 

   近畿地方整備局福井河川国道事務所と福井地方気象台が共同して行う九頭竜川洪水予報および北川洪水予報

の種類および発表の基準は、次のとおりである。 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９ 避難勧告等の助言 

 福井地方気象台は、市町から避難勧告等の発令に際し助言を求められた場合には、必要な助言を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

 

第４ 県と福井地方気象台が共同して行う洪水予報 

（１）洪水予報の発表基準等 

   県と福井地方気象台が共同して行う洪水予報の対象河川、種類および発表の基準は、次のとおりである。 

①（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

 

第５～第８（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

 

第４ 県と福井地方気象台が共同して行う洪水予報 

（１）洪水予報の発表基準等 

   県と福井地方気象台が共同して行う洪水予報の対象河川、種類および発表の基準は、次のとおりである。 

①（略） 

 

 

 

 

 

第９ 避難勧告等の助言 

 福井地方気象台は、市町から避難勧告等の発令に際し助言を求められた場合には、必要な助言を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

 

第５～第８（略） 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
第９ 避難勧告等の助言 

福井地方気象台は、市町から避難勧告等の発令に際し助言を求められた場合には、必要な助言を行うものとする。 

 

（別表１）気象特別警報の指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９ 避難勧告等の助言 

福井地方気象台は、市町から避難勧告等の発令に際し助言を求められた場合には、必要な助言を行うものとする。 

 

（別表１）気象特別警報の指標 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
（別表２、３）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表２、３）（略） 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
第５節 情報および被害状況報告計画 

別紙第１ 災害報告事務一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 災害広報計画 

第１ 県における広報 

（１）情報収集の容要領 

①広報課(班)は、災害時の広報に関し、危機対策・防災課および各部政策推進グループ（教育庁については教育

政策課。以下同じ。）と相互に緊密な連絡を図る。 

②（略） 

  ③ 広報課(班)は、必要に応じ職員を現地に派遣して、情報収集ならびに写真取材を行う。 

（２）～（３）（略） 

（４）記録写真の収集ならびに記録映画の作成 

災害関係各課、各機関は災害写真を積極的に撮影し広報課(班)に提供するものとし、広報課(班)において取材

したものとあわせて広報用に供し、保存する。また、広報課(班)は必要に応じ映画、印刷物などの特集を作成

する。 

第７節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 情報および被害状況報告計画 

別紙第１ 災害報告事務一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 災害広報計画 

第１ 県における広報 

（１）情報収集の容要領 

①広報広聴課(班)は、災害時の広報に関し、危機対策・防災課および各部政策推進グループ（教育庁については

教育政策課。以下同じ。）と相互に緊密な連絡を図る。 

②（略） 

  ③ 広報広聴課(班)は、必要に応じ職員を現地に派遣して、情報収集ならびに写真取材を行う。 

（２）～（３）（略） 

（４）記録写真の収集ならびに記録映画の作成 

災害関係各課、各機関は災害写真を積極的に撮影し広報広聴課(班)に提供するものとし、広報広聴課(班)にお

いて取材したものとあわせて広報用に供し、保存する。また、広報広聴課(班)は必要に応じ映画、印刷物など

の特集を作成する。 

第７節（略） 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
第８節 避難計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 実施責任者および基準 

（１）～（３）（略） 

（４）避難勧告等の発令方法 

 （中略） 

また、避難勧告・指示（緊急）を夜間に発令するおそれがある場合には、早い段階で避難所を開設して住民に伝

達したり、避難準備・高齢者等避難開始の発令により、高齢者や障害者等、避難行動に時間を要する避難行動要支

援者の迅速な避難や、風水害による被害のおそれが高い区域の居住者等の自主的な避難を促進する等により、円滑

な避難に努めるものとする。 

（中略） 

避難勧告等の発令に当たっては、住民が生命に係る危険であることを認識するなど、具体的でわかりやすい内容

で発令するよう努めるものとする。 

 

第３～第４（略） 

 

第５ 避難の周知徹底 

第８節 避難計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 実施責任者および基準 

（１）～（３）（略） 

（４）避難勧告等の発令方法 

（中略） 

  また、避難勧告・指示（緊急）および災害発生情報を夜間に発令するおそれがある場合には、早い段階で避難所

を開設して住民に伝達したり、避難準備・高齢者等避難開始の発令により、高齢者や障害者等、避難行動に時間を

要する避難行動要支援者の迅速な避難や、風水害による被害のおそれが高い区域の居住者等の自主的な避難を促進

する等により、円滑な避難に努めるものとする。 

（中略） 

 避避難勧告等の発令に当たっては、災害の切迫度に応じ，５段階の警戒レベルにより提供すること等を通し，受

け手側である住民が生命に係る危険であることを直感的に認識するなど、具体的でわかりやすい内容で発令するよ

う努めるものとする。 

第３～第４（略） 

 

第５ 避難の周知徹底 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
（１）～（２）（略） 

（３）市町から住民への防災情報伝達体制の整備 

  市町長は、避難勧告等の防災情報の住民への迅速な伝達のため、防災行政無線による情報伝達の仕組みを整備

促進するとともに、広報車、ケーブルＴＶ、携帯電話メール等多様な情報伝達手段の整備・確保に努めるもの

とする。  

また、市町長は、住民に限らず、防災情報の入手が困難な観光客等一時滞在者に対する情報伝達体制の整備に

も努めるものとする。 

（４）（略） 

第６～第１０（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 要配慮者応急対策計画 

第１～第３（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１節～第１４節（略） 

 

第１５節 医療助産計画 

第１ 実施責任者 

（１）～（５）（略） 

（新設） 

 

第２ 災害救助法が適用された場合 

（１）～（２）（略） 

（３）実施方法 

 ①医療の方法 

  救護班により実施するものとするが、その編成は公的医療機関による救護班、公的医療機関による救護班、知事

から委託をうけた日赤救護班ならびに現地医療班、県と県医師会との協定に基づく医師会救護班、および県とＤＭ

ＡＴ指定病院との協定に基づく災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）とする。 

（１）～（２）（略） 

（３）市町から住民への防災情報伝達体制の整備 

  市町長は、避難勧告等の防災情報の住民への迅速な伝達のため、防災行政無線（戸別受信機を含む）による情

報伝達の仕組みを整備促進するとともに、広報車、ケーブルＴＶ、一斉電話配信システム、携帯電話メール等

多様な情報伝達手段の整備・確保に努めるものとする。  

また、市町長は、住民に限らず、防災情報の入手が困難な観光客等一時滞在者に対する情報伝達体制の整備に

も努めるものとする。 

（４）（略） 

第６～第１０（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 要配慮者応急対策計画 

第１～第３（略） 

第４ 外国人に係る対策 

（１）外国人の避難誘導 

市町は、インターネット等を活用して、やさしい日本語や外国語による広報を実施するなど、外国人の避難誘

導に配慮する。 

（２）外国人の安否確認、救助活動 

市町は、警察、消防、自主防災組織、外国人コミュニティリーダー等の協力を得て、外国人の安否確認や被災

状況の把握、救助活動に努める。 

（３）外国人への情報提供 

県、市町および福井県国際交流協会は、災害時にテレビ、ラジオ、インターネット等を活用して、やさしい日

本語や外国語による情報提供に努める。 

また、県および市町は、観光施設・宿泊施設と連携を図り、外国人旅行者に対して災害時に速やかに防災情報

が提供できるよう、国の災害情報アプリの利用を促進するなど、外国人旅行者への情報提供に努める。 

（４）災害多言語支援センターの設置による支援 

県と福井県国際交流協会は、災害により甚大な被害が発生し、多くの外国人住民等が被災することが見込まれ

るとき、市町と協力して、被災外国人への支援を円滑に行うため、福井県災害多言語支援センターを設置し、被

災情報の収集、多言語での情報提供・相談対応、通訳派遣支援等を行う。 
 

第１１節～第１４節（略） 
 

第１５節 医療助産計画 

第１ 実施責任者 

（１）～（５）（略） 

（６）災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）は、県の要請により、現場活動、病院支援、域内搬送および広域医療搬

送などの医療救護活動を行う。 

第２ 災害救助法が適用された場合 

（１）～（２）（略） 

（３）実施方法 

 ①医療の方法 

  救護班により実施するものとするが、その編成は公的医療機関による救護班、公的医療機関による救護班、知事
から委託をうけた日赤救護班ならびに現地医療班、県と県医師会との協定に基づく医師会救護班、および県とＤＭ

ＡＴ指定病院との協定に基づく災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、および県が要請するＤＰＡＴとする。 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
第３ 救護班の構成 

（１）（略） 

（２）救護班の派遣機関 

ＤＭＡＴ指定病院（機関） チーム数 

福井県立病院 

福井県済生会病院 

福井大学医学部附属病院 

福井赤十字病院（日本赤十字社福井県支部） 

公立丹南病院 

福井勝山総合病院 

市立敦賀病院 

杉田玄白記念公立小浜病院 

福井総合病院 

独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター 

３  

３  

３  

３  

１  

２  

２  

４  

１  

 １  

合 計 ２３  

 

第４ 応急医療体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 救護班の構成 

（１）（略） 

（２）救護班の派遣機関 

ＤＭＡＴ指定病院（機関） チーム数 

福井県立病院 

福井県済生会病院 

福井大学医学部附属病院 

福井赤十字病院（日本赤十字社福井県支部） 

公立丹南病院 

福井勝山総合病院 

市立敦賀病院 

杉田玄白記念公立小浜病院 

福井総合病院 

独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター 

３  

３  

３  

３  

１  

２  

２  

４  

２  

 １  

合 計 ２４  

 

第４ 応急医療体制 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
・災害医療アドバイザーおよび災害医療コーディネーター 

必要に応じ、災害医療アドバイザーを災害対策本部に配置し、災害時医療に関する助言を行う。また、災害医療コ

ーディネーターを災害対策本部および現地災害対策本部に配置し、各関係機関と連携してＤＭＡＴ等救護班の派遣お

よび患者搬送の調整等を行う。 

 

（中略） 

・日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ） 

日本医師会が被災都道府県医師会からの要請に基づいて各都道府県医師会に依頼して結成される医療チームであ

り、救護班等と連携を取って災害医療に当たる。 

（新設） 

 

 

 

（中略） 

第５～第６（略） 

 

第７ こころのケア 

県は、被災市町から要請があったとき、または、必要と認めたとき、被災者および救護者のこころのケアのため、

精神科医師、看護師、精神保健福祉士等による災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を編成し、医療救護班と連携し

て精神科医療および精神保健活動にあたるものとする。また、必要に応じて精神的な悩みや問題を相談できる窓口を

設置するものとする。 

第８（略） 

 

第１６節（略） 

 

第１７節 死体の捜索および処理ならびに埋葬等計画 

第１～２ （略） 

第３ 死体の埋葬等 

（１）実施責任者 

市町長が、災害の際死亡したもので、その必要を認めた場合、次の方法により応急的な埋葬または火葬を行う

ものとする。 

 

（２）埋葬等を行う場合 

   災害の際、死亡した者に対して、混乱期のためその遺族が資力の有無にかかわらず埋葬または火葬を行うこと

が困難な場合、または死亡した者の遺族がいない場合に、死体の応急的な埋葬または火葬を実施するものとす

る。 

（３）方法 （略） 

（新設） 

 

 

 

（４）災害救助法が適用された場合 （略） 

 

第１８節～第２２節（略） 

 

・災害医療アドバイザーおよび災害医療コーディネーター 

必要に応じ、災害医療アドバイザーを災害対策本部に配置し、災害時医療に関する助言を行う。災害医療コーデ

ィネーターを災害対策本部および現地災害対策本部に配置し、各関係機関と連携してＤＭＡＴ等救護班の派遣およ

び患者搬送の調整等を行う。被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言および

支援を行う。 

（中略） 

・日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ） 

日本医師会が被災都道府県医師会からの要請に基づいて各都道府県医師会に依頼して結成される医療チームで

あり、救護班等と連携を取って災害医療に当たる。 

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ） 

精神科病院等が県からの要請に基づいて結成される医療チームであり、１チームあたり３～５名程度（医師１名、

看護師１～２名、業務調整員１～２名）とする。災害急性期（発災から４８時間以内）に活動するチームをＤＰＡ

Ｔ先遣隊とする。 
（中略） 

第５～第６（略） 

 

第７ こころのケア 

県は、被災市町から要請があったとき、または、必要と認めたとき、被災者および救護者のこころのケアのため、

精神科医師、看護師、精神保健福祉士等による災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を編成し、医療救護班と連携

して精神科医療および精神保健活動にあたるものとする。また、必要に応じて精神的な悩みや問題を相談できる窓

口を設置するものとする。 

第８（略） 

 

第１６節（略） 

 

第１７節 死体の捜索および処理ならびに埋葬等計画 

第１～２ （略） 

第３ 死体の埋葬等 

（１）実施責任者 

市町は、災害の際に死亡した者について、その必要を認めた場合、次の方法により応急的な埋葬または火葬を

行うものとする。 

ただし、市町において実施困難な場合には、近隣市町または県に応援要請を行うものとする。 

（２）埋葬等を行う場合 

災害の際に死亡した者について、混乱期のためその遺族が資力の有無にかかわらず埋葬または火葬を行うこと

が困難な場合、もしくは死亡した者の遺族がいない場合に、死体の応急的な埋葬または火葬を実施するものとす

る。 

（３）方法 （略） 

（４）広域的な火葬の実施体制 

県および市町は、災害により平常時に使用している火葬場が使用できない場合や、平常時の火葬能力を大幅に

上回る死亡者が発生した場合には、県内および県域を越えた広域的な火葬の実施について、必要な措置を講ずる

ものとする。 

（５）災害救助法が適用された場合 （略） 

 

第１８節～第２２節（略） 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
第２３節 交通対策計画 

第１～２（略） 

第３ 交通規制に関する措置 

（１）県警察は、災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、災害発生後の被災地への流入車

両の抑制を行い、物資輸送等緊急通行車両および事前届出対象の規制除外車両（以下「緊急通行車両等」という。)

の通行を確保するため、「大規模災害発生時の交通規制計画」に基づき、広域交通規制または県指定交通規制を

実施する。当該計画の中で、広域交通規制道路に指定している北陸自動車道、近畿自動車道（舞鶴若狭自動車道）、

一般国道８号、同２７号の各道路を緊急交通路指定予定路線としてあらかじめ指定し、警察庁の調整のもと、隣

接・近接各府県の相互協力による交通規制を実施する。 

   また、県指定交通規制は、県内における被災地の状況を判断し、県内の主要一般国道等を指定する。 

 

 

 

第２４節 防疫計画 

第１～第２（略） 

第３ 家畜防疫 

（１）（略） 

（２）措置 

  ① 被害状況の調査、報告等 

    所長は畜舎の倒壊、半壊、流失、浸水、家畜の死亡状況等を適確に把握し、その都度県対策本部（生産振興

課）ヘ報告するとともに関係先へ通報するものとする。 

    報告（通報）は電話または電報報告とし、同時に文書（別添様式）を提出するものとする。 

②（略） 

 ③ 被災家畜、家きんについては次の措置を行うものとする。 

   ア～イ（略） 

   ウ 家畜の健康管理 

（ア）～（ウ）（略） 

（エ）状況により家畜伝染病予防法を適用し、緊急予防注射や検査等必要な防疫措置を行うものとする 

  （オ）家畜衛生班の活動には、家畜防疫車を適時配車する。 

第２５節 廃棄物処理計画 

第１（略） 

第２ 災害廃棄物の発生への対応 

   県および市町は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努めるものとする。また、市町

は十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、広域処理を行う地域単位で、平時の処理能力

について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持し、災害廃棄物処理機能の多重化

や代替性の確保を図る。 

県は、災害廃棄物に関する情報，災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）や地方公共団体等の関

係者によって組織する地域ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開する等、周知に努

めるものとする。  

県および市町は、国が定める災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処

理できるよう、仮置き場の確保や運用方針、災害廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力のあ

り方等について具体的に示した災害廃棄物処理計画を策定する。また、県は、市町が行う災害廃棄物対策に対

する技術的な援助を行う。 

 

第２３節 

第１～２（略） 

第３ 交通規制に関する措置 

（１）県警察は、災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、災害発生後の被災地への流入車

両の抑制を行い、物資輸送等緊急通行車両および事前届出対象の規制除外車両（以下「緊急通行車両等」という。)

の通行を確保するため、「大規模災害発生時の交通規制計画」に基づき、広域交通規制または県指定交通規制を

実施する。当該計画の中で、広域交通規制道路に指定緊急交通路指定路線に選定している北陸自動車道、近畿自

動車道（舞鶴若狭自動車道）、一般国道８号、同２７号舞鶴若狭自動車道、中部縦貫自動車道の各道路を緊急交

通路指定予定路線としてあらかじめ必要に応じて指定し、警察庁の調整のもと、隣接・近接各府県の相互協力に

よる交通規制を実施する。 

   また、県指定交通規制は、県内における被災地の状況を判断し、県内の主要幹線道路を一般国道等を必要に応

じ指定する。 

 

第２４節 防疫計画 

第１～第２（略） 

第３ 家畜防疫 

（１）（略） 

（２）措置 

  ① 被害状況の調査、報告等 

    所長は畜舎の倒壊、半壊、流失、浸水、家畜の死亡状況等を適確に把握し、その都度県対策本部（中山間農

業・畜産課）ヘ報告するとともに関係先へ通報するものとする。 

    報告（通報）は電話または電報報告とし、同時に文書（別添様式）を提出するものとする。 

②（略） 

 ③ 被災家畜、家きんについては次の措置を行うものとする。 

   ア～イ（略） 

   ウ 家畜の健康管理 

（ア）～（ウ）（略） 

  （エ）家畜衛生班の活動には、家畜防疫車を適時配車する。 

④ 状況により家畜伝染病予防法を適用し、緊急予防注射や検査等必要な防疫措置を行うものとする 

第２５節 廃棄物処理計画 

第１（略） 

第２ 災害廃棄物の発生への対応 

   県および市町は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努めるものとする。また、市町

は災害の種類（地震・津波・水害）に応じ、十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、広

域処理を行う地域単位で、平時の処理能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能

力を維持し、災害廃棄物処理機能の多重化や代替性の確保を図る。 

県は、災害廃棄物に関する情報，災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）や地方公共団体等の関

係者によって組織する地域ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開する等、周知に努

めるものとする。  

県および市町は、国が定める災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処

理できるよう、仮置き場の確保や運用方針、災害廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力のあ

り方等について具体的に示した災害廃棄物処理計画を策定する。また、県は、市町が行う災害廃棄物対策に対

する技術的な援助を行う。 

市町は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
 

 

 

第２６節～第３２節（略） 

 

第３３節 

第１ 電気施設 

（１）～（２）（略） 

（３）応援協力 

  ①（略） 

②電気事業者は、応急工事が実施困難な場合、他の電気事業者の応援を要請する。 

 

 

第２（略） 

 

第３４節～第３７節（略） 

 

第４章 災害復旧計画 

第１節（略） 

第２節 民生安定計画 

第１ 被災者生活再建支援のための措置 

（１）（略） 

（２）罹災証明書の交付 

  市町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するため、災害による住

家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を確立し、遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹

災証明書を交付する。 

（略） 

 

 

（３）（略） 

第２～第９（略） 

第３節 経済秩序安定計画 

第１ 金融措置 

（１）（略） 

（２）融資計画 

①県 

ア、イ（略） 

ウ 農林漁業関係融資 

農業関係 

 

被害農家の経営 天災資金 

農林漁業セーフティーネット資金 

農地等の災害復旧 農業基盤整備資金 

施設関係の災害復旧 農林漁業施設資金 

 

 

に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排

出方法等に係る広報・周知を進める。 

 

第２６節～第３２節（略） 

 

第３３節 

第１ 電気施設 

（１）～（２）（略） 

（３）応援協力 

  ①（略） 

②電気事業者は、応急工事が実施困難な場合、他の電気事業者の応援を要請する。電気事業者は、倒木や土砂崩

れ等が被災現場までの通行の妨げとなっている場合、道路管理者に障害物の除去などを要請することにより、

早期復旧の体制を強化する。。 

第２（略） 

 

第３４節～第３７節（略） 

 

第４章 災害復旧計画 

第１節（略） 

第２節 民生安定計画 

第１ 被災者生活再建支援のための措置 

（１）（略） 

（２）罹災証明書の交付 

  市町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するため、災害による住

家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を確立し、遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹

災証明書を交付する。 

市町は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険

度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施するものとする。 

（略） 

（３）（略） 

第２～第９（略） 

第３節 経済秩序安定計画 

第１ 金融措置 

（１）（略） 

（２）融資計画 

①県 

ア、イ（略） 

ウ 農林漁業関係融資 

農業関係 

 

被害農家の経営 天災資金 

農林漁業セーフティーネット資金 

農業経営支援資金 

農業緊急資金 

農地等の災害復旧 農業基盤整備資金 

施設関係の災害復旧 農林漁業施設資金 
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福井県地域防災計画（本編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
第２（略） 

 

第４節（略） 

 

【文言修正】 

障害者 

 

第２（略） 

 

第４節（略） 

 

【文言修正】 

障がい者 
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福井県地域防災計画（震災対策編） 新旧対照表 
現 行  改定案 

 

 

福井県地域防災計画（震災対策編） 
 

第１章 総則 

第１節 （略） 

第２節 各機関の責務と処理すべき事務または業務の大網 

第１～第２ （略） 

第３ 処理すべき事務または業務の大綱 

県、市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等は防災に関しおおむね次の事務または業務を処理

する。 

１．～４．（略） 

５．指定公共機関および指定地方公共機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大網 

１．電気通信関係機関 

西 日 本 電 信 電 話 ㈱ (福 井 支 店 ) 

㈱ＮＴＴドコモ 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ ㈱ (北 陸 総 支 社 ) 

ｿ ﾌ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ ｸ ㈱ 

（１）電気通信施設（電気移動通信施設）の整備および防災監理 

（２）災害時における通信の確保 

（３）災害対策の実施と被災通信施設の復旧 

２．日本郵便㈱北陸支社（各郵

便局） 

（１）災害時における郵便業務の確保 

（２）災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

（３）災害時における郵便局の窓口業務の維持 

３．日本赤十字社 

  （福井県支部） 

（１）災害時における被災者の医療救護 

（２）災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 

（３）義援金の受付 

（４）支部備蓄の救援物資の配分 

（５）災害時の血液製剤の供給 

４．電力関係機関 

北陸電力㈱ 

 （福井支店）  

関西電力㈱ 

 （原子力事業本部） 

（京都支店小浜営業所） 

電源開発㈱ 

 （九頭竜電力所） 

日本原子力発電㈱ 

 （敦賀発電所） 

国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構 

 （敦賀事業本部） 

（１）施設の整備と防災管理 

（２）災害時における電力供給の確保 

（３）災害対策の実施と被災電力施設の復旧 

５．ガス関係機関 

(社 )福 井 県 エ ル ピ ー ガ ス 協 会 

（１）施設の整備と防災管理 

（２）災害時におけるガス供給の確保 

（３）災害対策の実施と被災施設の復旧 

６．鉄道軌道機関 

西日本旅客鉄道㈱ 

 （金沢支社） 

福井鉄道㈱ 

（１）施設等の整備と安全輸送の確保 

（２）災害時における輸送の確保 

（３）災害対策用物資、被災者等の緊急輸送 

（４）被災施設の復旧 

福井県地域防災計画（震災対策編） 
 

第１章 総則 

第１節 （略） 

第２節 各機関の責務と処理すべき事務または業務の大網 

第１～第２ （略） 

第３ 処理すべき事務または業務の大綱 

県、市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等は防災に関しおおむね次の事務または業務を処理

する。 

１．～４．（略） 

５．指定公共機関および指定地方公共機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大網 

１．電気通信関係機関 

西 日 本 電 信 電 話 ㈱ (福 井 支 店 ) 

㈱ＮＴＴドコモ 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ ㈱ (北 陸 総 支 社 ) 

ｿ ﾌ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ ｸ ㈱ 

（１）電気通信施設（電気移動通信施設）の整備および防災監理 

（２）災害時における通信の確保 

（３）災害対策の実施と被災通信施設の復旧 

２．日本郵便㈱北陸支社（各郵

便局） 

（１）災害時における郵便業務の確保 

（２）災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

（３）災害時における郵便局の窓口業務の維持 

３．日本赤十字社 

  （福井県支部） 

（１）災害時における被災者の医療救護 

（２）災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 

（３）義援金の受付 

（４）支部備蓄の救援物資の配分 

（５）災害時の血液製剤の供給 

４．電力関係機関 

北陸電力㈱ 

 （福井支店）  

関西電力㈱ 

（原子力事業本部） 

（送配電カンパニー京都支社） 

電源開発㈱ 

 （九頭竜電力所） 

日本原子力発電㈱ 

 （敦賀発電所） 

国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構 

 （敦賀事業本部） 

（１）施設の整備と防災管理 

（２）災害時における電力供給の確保 

（３）災害対策の実施と被災電力施設の復旧 

５．ガス関係機関 

(社 )福 井 県 エ ル ピ ー ガ ス 協 会 

（１）施設の整備と防災管理 

（２）災害時におけるガス供給の確保 

（３）災害対策の実施と被災施設の復旧 

６．鉄道軌道機関 

西日本旅客鉄道㈱ 

 （金沢支社） 

福井鉄道㈱ 

（１）施設等の整備と安全輸送の確保 

（２）災害時における輸送の確保 

（３）災害対策用物資、被災者等の緊急輸送 

（４）被災施設の復旧 
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福井県地域防災計画（震災対策編） 新旧対照表 
現 行  改定案 

 

 

えちぜん鉄道㈱ 

７．自動車輸送機関 

日本通運㈱（福井支店） 

（１）安全輸送の確保 

（２）災害対策用物資等の輸送 

（３）転落車輌の救出等 

福山通運㈱(福井支店) 

佐川急便㈱(本社(中日本)) 

ヤマト運輸㈱(福井主管支店) 

濃飛西濃運輸㈱(福井支店) 

（１）安全輸送の確保 

（２）災害対策用物資等の輸送 

８．中日本高速道路㈱ 

（福井保全・サービスセンター） 

（敦賀保全・サービスセンター） 

  西日本高速道路㈱ 

  (福知山管理事務所) 

（１）道路および防災施設の維持管理 

（２）被害施設の復旧 

（３）交通安全の確保 

９．日本銀行 

  （福井事務所） 

   （金沢支店） 

（１）災害時における現地金融機関の指導 

（２）災害時における金融機関による金融上の措置の実施 

（３）災害時における損傷通貨の引換え 

10．土地改良区 （１）土地改良事業によって造成された施設の維持管理 

（２）災害復旧事業、湛水防除事業および各種防災事業の調査なら 

   びに測量設計業務 

11．報道機関 

日本放送協会 

  （福井放送局） 

福井放送㈱ 

福 井 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 ㈱  

福井エフエム放送㈱ 

福井新聞社 

㈱日刊県民福井 

（１）県民に対する防災知識の普及と予警報等の迅速なる周知 

（２）県民に対する災害応急等の周知 

（３）社会事業団等による義えん金品の募集、配分等の協力 

 

12．福井県医師会 （１）災害時における医療救護活動の実施 

６．（略）  

 

第３節～４節 （略） 

 
第２章 災害予防計画 

第１節 防災知識普及計画 

第１～４（略） 

（新設） 

 

 

 

第２節～第７節  （略） 

 

 

えちぜん鉄道㈱ 

７．自動車輸送機関 

日本通運㈱（福井支店） 

（１）安全輸送の確保 

（２）災害対策用物資等の輸送 

（３）転落車輌の救出等 

福山通運㈱(福井支店) 

佐川急便㈱(本社(中日本)) 

ヤマト運輸㈱(福井主管支店) 

濃飛西濃運輸㈱(福井支店) 

（１）安全輸送の確保 

（２）災害対策用物資等の輸送 

８．中日本高速道路㈱ 

（福井保全・サービスセンター） 

（敦賀保全・サービスセンター） 

  西日本高速道路㈱ 

  (福知山高速道路事務所) 

（１）道路および防災施設の維持管理 

（２）被害施設の復旧 

（３）交通安全の確保 

９．日本銀行 

  （福井事務所） 

   （金沢支店） 

（１）災害時における現地金融機関の指導 

（２）災害時における金融機関による金融上の措置の実施 

（３）災害時における損傷通貨の引換え 

10．土地改良区 （１）土地改良事業によって造成された施設の維持管理 

（２）災害復旧事業、湛水防除事業および各種防災事業の調査なら 

   びに測量設計業務 

11．報道機関 

日本放送協会 

  （福井放送局） 

福井放送㈱ 

福 井 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 ㈱  

福井エフエム放送㈱ 

福井新聞社 

㈱日刊県民福井 

（１）県民に対する防災知識の普及と予警報等の迅速なる周知 

（２）県民に対する災害応急等の周知 

（３）社会事業団等による義えん金品の募集、配分等の協力 

 

12．福井県医師会 （１）災害時における医療救護活動の実施 

６．（略） 

 

第３節～４節 （略） 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 防災知識普及計画 

第１～４（略） 

第５ 地震保険の普及・促進 

 県および市町は、家屋や施設園芸用施設等が被災した場合、復旧に要する費用が多額にのぼるおそれがあることから、

被災した場合でも、一定の補償が得られるよう、住民の地震保険・共済や農業保険への加入の促進に努める。 

 

第２節～第７節  （略） 
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第８節 医療救護予防計画 

第１（略） 

第２ 医療救護活動体制の確立 

（１）～（３）（略） 

（４）関係機関との連携強化 

 平時において災害派遣医療チーム（DMAT）、県医師会、県歯科医師会等関係機関との連携を図るため、必要に応

じ協議会を開催する。 

    県は、医療の応援について近隣都道府県との医療活動相互応援に務めるとともに、災害派遣医療チーム（DMAT）

の充実強化や実践的な訓練等を通じて、救急医療活動等の支援体制の整備に務める。 

（５）～（９）（略） 

 

第９節～第１１節 （略） 

 

第１２節 土砂災害防止計画 

第１～第５ （略） 

第６ 警戒避難体制の整備 

（１）～（３）（略） 

（４） 土砂災害ハザードマップ等の作成 

    市町は、土砂災害警戒区域や指定緊急避難場所、指定避難所および避難経路の所在等の円滑な警戒避難を確保す

る上で必要な事項を記載した土砂災害ハザードマップ、風水害発生時の行動マニュアル等をわかりやすく作成し、

住民等に配布する。 

    また、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを作成・公表するよう努めることとする。 

    県および市町は、宅地の耐震化を促進するよう努める。 

（５）（略） 

 

 

 

第１３節 浸水防止計画 

第１～第４ （略） 

第５ 浸水対策事業の計画的施工 

（１）（略） 

（２）河川改修事業 

① 直轄河川改修事業 

② 広域河川改修事業 

③ 総合流域防災事業 

④ 都市基盤河川改修事業 

（３）～（５）（略） 

 

 

第１４節～第２３節 （略） 

 

第２４節 交通輸送体系整備計画 

第１～第２（略） 

第３ 交通規制計画 

県警察は、震災が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、災害発生後の被災地への流入車両の抑

制を行い、物資輸送等緊急通行車両および事前届出対象の規制除外車両（以下「緊急通行車両等」という。）の通行を

第８節 医療救護予防計画 

第１（略） 

第２ 医療救護活動体制の確立 

（１）～（３）（略） 

（４）関係機関との連携強化 

 平時において災害派遣医療チーム（DMAT）、県医師会、県歯科医師会等関係機関との連携を図るため、必要に応

じ協議会を開催する。 

    県は、医療の応援について近隣都道府県との医療活動相互応援に務めるとともに、災害派遣医療チーム（DMAT）

等の充実強化や実践的な訓練等を通じて、救急医療活動等の支援体制の整備に務める。 

（５）～（９）（略） 

 

第９節～第１１節 （略） 

 

第１２節 土砂災害防止計画 

第１～第５ （略） 

第６ 警戒避難体制の整備 

（１）～（３）（略） 

（４） 土砂災害ハザードマップ等の作成 

    市町は、土砂災害警戒区域や指定緊急避難場所、指定避難所および避難経路の所在等の円滑な警戒避難を確保す

る上で必要な事項を記載した土砂災害ハザードマップ、風水害発生時の行動マニュアル等をわかりやすく作成し、

住民等に配布する。 

    また、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップおよび液状化被害の危険性を示した液状

化ハザードマップを作成・公表するよう努めることとする。 

県および市町は、宅地の耐震化を促進するよう努める。 

（５）（略） 

 

 

第１３節 浸水防止計画 

第１～第４ （略） 

第５ 浸水対策事業の計画的施工 

（１）（略） 

（２）河川改修事業 

① 直轄河川改修事業 

② 大規模特定河川事業 

③ 広域河川改修事業 

④ 総合流域防災事業 

⑤ 都市基盤河川改修事業 

（３）～（５）（略） 

 

第１４節～第２３節 （略） 

 

第２４節 交通輸送体系整備計画 

第１～第２（略） 

第３ 交通規制計画 

県警察は、震災が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、災害発生後の被災地への流入車両の抑

制を行い、物資輸送等緊急通行車両および事前届出対象の規制除外車両（以下「緊急通行車両等」という。）の通行を
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確保するため、北陸自動車道、近畿自動車道（舞鶴若狭自動車道）、一般国道８号、同２７号の各道路を緊急交通路指

定予定路線としてあらかじめ指定する「大規模災害発生時の交通規制計画」に基づき、広域交通規制および県指定交通

規制について習熟を図る。 

また、災害発生後、隣接・近接各府県との相互協定により、緊急交通路を確保するための広域交通規制を実施する体

制について習熟を図るとともに、緊急通行車両等の通行を確保するための交通規制用装備資機材や非常時信号交通安全

施設の整備、交通情報提供機能の強化を図る。 

さらに、交通総量削減のための広報、協力要請や運転者に対する啓発活動の強化を図るとともに、緊急通行車両等の

事前届出制度により緊急通行車両等確認証明書の迅速な交付を行う。  
 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制計画 

第１ （略） 

第２ 県の配備体制 

  配備体制ごとの配備基準および職員の参集体制は次のとおりとする。 

① 地震 

 配 備 体 制 配 備 基 準 参 集 体 制 

第一注意配備 県内で震度３を観測した場合 危機対策・防災課３名以上 

第二注意配備 県内で震度４を観測した場合 ・危機対策･防災課全員 

・緊急時特別初動班員のうち広報課、

財産活用推進課、政策統計･情報

課、原子力安全対策課、地域福祉

課、地域医療課、土木管理課、道

路建設課、道路保全課、河川課、

砂防防災課および建築住宅課のあ

らかじめ指定された職員 

災害対策連絡室 （１）県内で震度５弱または５強を 

観測した場合 

（２）第二注意配備以降に体制を強

化する必要がある場合   

・危機対策・防災課全員 

・緊急時特別初動班員全員 

・各部連絡員全員 

・震度５強の場合は職員全員 

災害対策本部設置 （１）県内で震度６弱以上を観測し

た場合 

（２）第二注意配備または災害対策

連絡室設置以降大きな被害が発

生し、または発生するおそれが

ある場合 

（３）その他災害対策本部の設置の

必要がある場合 

職員全員 

② 津波 

 配 備 体 制 配 備 基 準 参 集 体 制 

災害対策連絡室 県内の沿岸に津波注意報が発表され

た場合 

・危機対策・防災課全員 

・各部連絡員全員 

・緊急時特別初動班員のうち 

広報課、財産活用推進課、政策統

計・情報課、原子力安全対策課、

地域福祉課、水産課、土木管理課、

確保するため、緊急交通路指定予定路線等を定めた「大規模災害発生時の交通規制計画」に基づき、被災地への車両の

流入禁止規制、緊急交通路の指定等の交通規制について習熟を図る。 

また、災害発生後、隣接・近接各府県との相互協定により、緊急交通路を確保するための交通規制を実施する体制に

ついて習熟を図るとともに、緊急通行車両等の通行を確保するための交通規制用装備資機材や非常時信号交通安全施設

の整備、交通情報提供機能の強化を図る。 

さらに、交通総量削減のための広報、協力要請や運転者に対する啓発活動の強化を図るとともに、緊急通行車両等の

事前届出制度により緊急通行車両等確認証明書の迅速な交付を行う。 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制計画 

第１ （略） 

第２ 県の配備体制 

  配備体制ごとの配備基準および職員の参集体制は次のとおりとする。 

① 地震 

 配 備 体 制 配 備 基 準 参 集 体 制 

第一注意配備 県内で震度３を観測した場合 危機対策・防災課３名以上 

第二注意配備 県内で震度４を観測した場合 ・危機対策･防災課全員 

・緊急時特別初動班員のうち広報広

聴課、財産活用推進課、政策統計･

情報課、原子力安全対策課、地域

福祉課、地域医療課、土木管理課、

道路建設課、道路保全課、河川課、

砂防防災課および建築住宅課のあ

らかじめ指定された職員 

災害対策連絡室 （１）県内で震度５弱または５強を 

観測した場合 

（２）第二注意配備以降に体制を強

化する必要がある場合   

・危機対策・防災課全員 

・緊急時特別初動班員全員 

・各部連絡員全員 

・震度５強の場合は職員全員 

災害対策本部設置 （１）県内で震度６弱以上を観測し

た場合 

（２）第二注意配備または災害対策

連絡室設置以降大きな被害が発

生し、または発生するおそれが

ある場合 

（３）その他災害対策本部の設置の

必要がある場合 

職員全員 

② 津波 

 配 備 体 制 配 備 基 準 参 集 体 制 

災害対策連絡室 県内の沿岸に津波注意報が発表され

た場合 

・危機対策・防災課全員 

・各部連絡員全員 

・緊急時特別初動班員のうち 

広報広聴課、財産活用課、統計情

報課、原子力安全対策課、地域福

祉課、水産課、土木管理課、砂防

防災課、河川課、港湾空港課のあ
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砂防防災課、河川課、港湾空港課

のあらかじめ指定された職員 

災害対策本部設置 （１）県内の沿岸に津波警報または

大津波警報が発表された場合 

（２）災害対策連絡室設置以降大き

な被害が発生し、または発生す

るおそれがある場合 

（３）その他災害対策本部の設置の

必要がある場合 

職員全員 

災害対策連絡室 （１）県内で震度５弱または５強を 

観測した場合 

（２）第二注意配備以降に体制を強

化する必要がある場合   

・危機対策・防災課全員 

・緊急時特別初動班員全員 

・各部連絡員全員 

・震度５強の場合は職員全員 

災害対策本部設置 （１）県内で震度６弱以上を観測し

た場合 

（２）第二注意配備または災害対策

連絡室設置以降大きな被害が発

生し、または発生するおそれが

ある場合 

（３）その他災害対策本部の設置の

必要がある場合 

職員全員 

第３ （略） 

第４ 第二注意配備体制 

（１）（略） 

（２）伝達および参集 

  ① （略） 

  ② 勤務時間外または休日等における伝達および参集 

    危機対策・防災課長は、職員参集装置により緊急時特別初動班員に参集することを伝達するとともに、知事、副

知事、安全環境部長、安全環境部危機対策監、安全環境部企画幹に報告する。緊急時特別初動班員は、職員参集装

置による伝達があったとき、県内に震度４以上の地震が発生したことを覚知したときもしくは津波による被害が生

じ、または発生するおそれがあることを覚知したときは直ちに総合防災センターに参集する。 

（３）（略） 

らかじめ指定された職員 

災害対策本部設置 （１）県内の沿岸に津波警報または

大津波警報が発表された場合 

（２）災害対策連絡室設置以降大き

な被害が発生し、または発生す

るおそれがある場合 

（３）その他災害対策本部の設置の

必要がある場合 

職員全員 

災害対策連絡室 （１）県内で震度５弱または５強を 

観測した場合 

（２）第二注意配備以降に体制を強

化する必要がある場合   

・危機対策・防災課全員 

・緊急時特別初動班員全員 

・各部連絡員全員 

・震度５強の場合は職員全員 

災害対策本部設置 （１）県内で震度６弱以上を観測し

た場合 

（２）第二注意配備または災害対策

連絡室設置以降大きな被害が発

生し、または発生するおそれが

ある場合 

（３）その他災害対策本部の設置の

必要がある場合 

職員全員 

第３ （略） 

第４ 第二注意配備体制 

（１）（略） 

（２）伝達および参集 

  ① （略） 

  ② 勤務時間外または休日等における伝達および参集 

    危機対策・防災課長は、職員参集装置により緊急時特別初動班員に参集することを伝達するとともに、知事、副

知事、安全環境部長、安全環境部危機対策監、安全環境部企画幹副部長に報告する。緊急時特別初動班員は、職員

参集装置による伝達があったとき、県内に震度４以上の地震が発生したことを覚知したときもしくは津波による被

害が生じ、または発生するおそれがあることを覚知したときは直ちに総合防災センターに参集する。 

（３）（略） 
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第５ 福井県災害対策連絡室の設置 

（１）～（２）（略） 

（３）組織および業務内容 

  ① 災害対策連絡室の室長は、安全環境部長をもって充て、災害対策連絡室の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

  ② 災害対策連絡室の室次長は、安全環境部危機対策監および安全環境部企画幹をもって充て、室長に事故あるとき

は、安全環境部危機対策監の職にある室次長、安全環境部企画幹の職にある室次長の順序で、その職務を代理する。 

  ③ 災害対策連絡室員は、危機対策・防災課長、各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を含む。）および当該災

害に関係ある課（以下「関係課」という。）の長をもって充てる。 

  ④～⑥（略） 

  ⑦ 災害対策連絡室の組織図については、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）職員の指定 

広報課、財産活用推進課、政策統計・情報課、原子力安全対策課、地域福祉課、水産課、土木管理課、砂防防災課、

河川課、港湾空港課の長は、津波注意報が発表された場合、災害対策連絡室に参集する所属職員をあらかじめ指定す

る。 

（５）設置の伝達等 

  ① 勤務時間中における伝達 

   ア 安全環境部長は、災害対策連絡室の設置が決定されたときは、安全環境部危機対策監に伝達する。 

   イ 安全環境部危機対策監は、危機対策・防災課長に伝達する。 

ウ 危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部企画幹、各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を含む。）

および関係課の長に伝達するとともに、庁内放送を行う。また、職員参集装置により各部連絡責任者、各部連絡員

および緊急時特別初動班員に参集することを伝達する。庁内放送により伝達を受けた各課長は、所管する出先機関

に伝達する。 

 

 

 

第５ 福井県災害対策連絡室の設置 

（１）～（２）（略） 

（３）組織および業務内容 

  ① 災害対策連絡室の室長は、安全環境部長をもって充て、災害対策連絡室の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

  ② 災害対策連絡室の室次長は、安全環境部危機対策監および安全環境部副部長をもって充て、室長に事故あるとき

は、安全環境部危機対策監の職にある室次長、安全環境部副部長の職にある室次長の順序で、その職務を代理する。 

  ③ 災害対策連絡室員は、危機対策・防災課長、各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を含む。）および当該災

害に関係ある課（以下「関係課」という。）の長をもって充てる。 

  ④～⑥ （略） 

⑦ 災害対策連絡室の組織図については、次のとおりとする。 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（４）職員の指定 

広報広聴課、財産活用課、統計情報課、原子力安全対策課、地域福祉課、水産課、土木管理課、砂防防災課、河川

課、港湾空港課の長は、津波注意報が発表された場合、災害対策連絡室に参集する所属職員をあらかじめ指定する。 

 

（５）設置の伝達等 

  ① 勤務時間中における伝達 

   ア 安全環境部長は、災害対策連絡室の設置が決定されたときは、安全環境部危機対策監に伝達する。 

   イ 安全環境部危機対策監は、危機対策・防災課長に伝達する。 

ウ 危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部副部長、各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を含む。）

および関係課の長に伝達するとともに、庁内放送を行う。また、職員参集装置により各部連絡責任者、各部連絡員

および緊急時特別初動班員に参集することを伝達する。庁内放送により伝達を受けた各課長は、所管する出先機関

に伝達する。 

 

 

室   員 

危機対策・防災課長、各部連絡責任者（議会事務局総務課課

長補佐を含む。）、関係課の長 

室   長 

安全環境部長 

室 次 長 

安全環境部危機対策監 

安全環境部企画幹 

 

事 務 局 

事務局長、危機対策・防災課員、 

各部連絡員、緊急時初動班員 

室   長 

安全環境部長 

室 次 長 

安全環境部危機対策監 

安全環境部副部長 

 

事 務 局 

事務局長、危機対策・防災課員、 

各部連絡員、緊急時初動班員 

室   員 

危機対策・防災課長、各部連絡責任者（議会局総務課課長補

佐を含む。）、関係課の長 
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 ② 勤務時間外または休日等における伝達 

   ア 安全環境部長は、災害対策連絡室の設置が決定されたときは、安全環境部危機対策幹に伝達する。 

   イ 安全環境部危機対策監は、危機対策・防災課長に伝達する。 

   ウ 危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部企画幹、各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を含む。）

および関係課の長に伝達するとともに、あらかじめ定める緊急連絡網により危機対策・防災課員に伝達する。 

   エ 伝達を受けた各部連絡責任者は、各部局長、各部局企画幹および各部連絡員に伝達する。 

   オ 伝達を受けた関係課の長は、あらかじめ定める緊急連絡網により参集すべき所属職員に伝達するとともに、所

管する出先機関に伝達する。また、伝達を受けた出先機関の長は、あらかじめ定める緊急連絡網により所属職員

に伝達する。 
 

（６）職員の参集 

  ① 職員の参集 

ア （略） 

イ 津波の場合 

危機対策・防災課員ならびに緊急時特別初動班員のうち広報課、財産活用推進課、政策統計・情報課、原子力

安全対策課、地域福祉課、水産課、土木管理課、河川課、 砂防防災課および港湾空港課のあらかじめ指定され

た職員は、県内の沿岸に津波注意報が発表されたときは直ちに参集する。 

   ウ （略） 

②～③ （略） 

④ 参集状況等の報告 

各部連絡責任者は、出先機関も含めた職員の参集状況等を速やかに把握し、人事企画課へ報告する。 

 

（７）～（８）（略） 

 

第６ 福井県災害対策本部の設置 

（１）～（２）（略） 

（３）組織、事務分掌等 

① 災害対策本部長（知事）は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

② 災害対策本部副本部長は副知事をもって充て、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

③ 災害対策本部員は、教育長、各部長（行政組織規則（昭和３９年福井県規則第２１号）第２０２条第１項に定め

る部長をいう。）、総合政策部ふるさと県民局長、新幹線政策監、安全環境部危機対策監、国体推進局長、会計管

理者および警察本部長をもって充てる。 

また、災害対策本部には災害対策本部の広報を総括するため、報道主管者を置き、総務部企画幹または安全環境

部企画幹をもって充てる。 

④ 災害対策本部に次の部を置き、部の長は部長とし、同表に掲げる者をもって充てる。 

なお、各部に班を置き、その主な事務分掌は福井県災害対策本部運営要綱で定める。 

  

災 害 対 策 本 部 

設 置 時 の 部 名 
部 長 名 

災 害 対 策 本 部 

設 置 時 の 部 名 
部 長 名 

総 務 部 総 務 部 長 農 林 水 産 部 農 林 水 産 部 長 

総 合 政 策 部 総 合 政 策 部 長 土 木 部 土 木 部 長 

安 全 環 境 部 安 全 環 境 部 長 会 計 部 会 計 管 理 者 

健 康 福 祉 部 健 康 福 祉 部 長 教 育 部 教 育 長 

産 業 労 働 部 産 業 労 働 部 長 警 察 部 警 察 本 部 長 

観 光 営 業 部 観 光 営 業 部 長   

② 勤務時間外または休日等における伝達 

   ア 安全環境部長は、災害対策連絡室の設置が決定されたときは、安全環境部危機対策監に伝達する。 

   イ 安全環境部危機対策監は、危機対策・防災課長に伝達する。 

   ウ 危機対策・防災課長は、副知事、安全環境部副部長、各部連絡責任者（議会事務局総務課課長補佐を含む。）

および関係課の長に伝達するとともに、あらかじめ定める緊急連絡網により危機対策・防災課員に伝達する。 

   エ 伝達を受けた各部連絡責任者は、各部局長、各部局副部長および各部連絡員に伝達する。 

   オ 伝達を受けた関係課の長は、あらかじめ定める緊急連絡網により参集すべき所属職員に伝達するとともに、所

管する出先機関に伝達する。また、伝達を受けた出先機関の長は、あらかじめ定める緊急連絡網により所属職員

に伝達する。 

 

（６）職員の参集 

  ① 職員の参集 

   ア （略） 

イ 津波の場合 

危機対策・防災課員ならびに緊急時特別初動班員のうち広報広聴課、財産活用課、統計情報課、原子力安全対

策課、地域福祉課、水産課、土木管理課、河川課、 砂防防災課および港湾空港課のあらかじめ指定された職員

は、県内の沿岸に津波注意報が発表されたときは直ちに参集する。 

   ウ （略） 

  ②～③（略） 

  ④ 参集状況等の報告 

    各部連絡責任者は、出先機関も含めた職員の参集状況等を速やかに把握し、人事課へ報告する。 

（７）～（８）（略） 

 

 
 

第６ 福井県災害対策本部の設置 

（１）～（２）（略） 

（３）組織、事務分掌等 

① 災害対策本部長（知事）は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

② 災害対策本部副本部長は副知事をもって充て、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

③ 災害対策本部員は、教育長、各部長（行政組織規則（昭和３９年福井県規則第２１号）第２０２条第１項に定め

る部長をいう。）、安全環境部危機対策監、会計管理者および警察本部長をもって充てる。 

また、災害対策本部には災害対策本部の広報を総括するため、報道主管者を置き、総務部副部長または安全環境

部副部長をもって充てる。 

④ 災害対策本部に次の部を置き、部の長は部長とし、同表に掲げる者をもって充てる。 

なお、各部に班を置き、その主な事務分掌は福井県災害対策本部運営要綱で定める。 

 

災 害 対 策 本 部 

設 置 時 の 部 名 
部 長 名 

災 害 対 策 本 部 

設 置 時 の 部 名 
部 長 名 

総 務 部 総 務 部 長 農 林 水 産 部 農 林 水 産 部 長 

地 域 戦 略 部 地 域 戦 略 長 土 木 部 土 木 部 長 

交 流 文 化 部 交 流 文 化 長 会 計 部 会 計 管 理 者 

安 全 環 境 部 安 全 環 境 部 長 教 育 部 教 育 長 

健 康 福 祉 部 健 康 福 祉 部 長 警 察 部 警 察 本 部 長 

産 業 労 働 部 産 業 労 働 部 長   
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  ⑤～⑦ （略） 

  ⑧ 災害対策本部に、安全環境部長を長とし、安全環境部危機対策監および安全環境部企画幹を次長とする事務局を

置き、防災班長および緊急時特別初動班をもって構成する。 

⑨ 震災発生時に災害応急対策を円滑に実施するため、次の職員を指定する。 

ア 各部連絡責任者 

各部局企画参事（総務部および総合政策部においては、各部で指定された者）、国体推進局企画広報課課長補佐

および会計局審査指導課課長補佐および県警察本部警備課課長補佐を充て、部内各班相互の緊密な連絡、調整を図

る。 

イ～ウ（略） 

⑩ 災害対策本部に、事務局長、事務局次長、防災班長および各部連絡責任者（必要に応じて議会事務局総務課課

長補佐を含む。）で構成する各部連絡責任者会議を置き、災害対策本部が決定する災害対策に関する必要な事項の

調整を行う。各部連絡責任者会議は、事務局長が招集するものとし、各部連絡責任者は、会議の開催を必要とする

ときは、事務局長にその旨を申し出る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤～⑦ （略） 

  ⑧ 災害対策本部に、安全環境部長を長とし、安全環境部危機対策監および安全環境部副部長を次長とする事務局を

置き、防災班長および緊急時特別初動班をもって構成する。 

⑨ 震災発生時に災害応急対策を円滑に実施するため、次の職員を指定する。 

ア 各部連絡責任者 

各部局政策参事（総務部および地域戦略部においては、各部で指定された者）、会計局審査指導課課長補佐およ

び県警察本部警備課課長補佐を充て、部内各班相互の緊密な連絡、調整を図る。 

イ～ウ（略） 

 

⑩ 災害対策本部に、事務局長、事務局次長、防災班長および各部連絡責任者（必要に応じて議会事務局総務課課

長補佐を含む。）で構成する各部連絡責任者会議を置き、災害対策本部が決定する災害対策に関する必要な事項

の調整を行う。各部連絡責任者会議は、事務局長が招集するものとし、各部連絡責任者は、会議の開催を必要と

するときは、事務局長にその旨を申し出る。 
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⑪ 災害対策本部の組織図については、次のとおりとする。 

災害対策本部の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 災害対策本部の組織図については、次のとおりとする。 

災害対策本部の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方連絡部

各　班

各　班

各　班

各　班

各　班

各　班

各　班

防疫救護班

救　助　班

現　　地　　災　　害　　対　　策　　本　　部

本部長

農林水産部

土木部

警察部

東　京

大　阪

応　援　班

土木建築班

各　班

各　班

本部長、副本部長、本部員、
報道主管者

知　事

安全環境部

各　班

各　班

総務部

総合政策部

事務局長、事務局次長、
防災班長、各部連絡責任者

各 部 連 絡 責 任 者 会 議

副本部長

本　部　会　議

本部長

副　知　事

産業労働部

健康福祉部

耕　地　班

事　　務　　局

事務局長、事務局次長、
防災班長、防災班員、
指定班員、各部連絡員

林　務　班

総務情報班

副本部長 農　務　班

教育部

企業部

会計部

観光営業部 

農林水産部 

土木部 

会計部 

 

地方連絡部

各　班

各　班

各　班

各　班

各　班

各　班

各　班

防疫救護班

救　助　班

現　　地　　災　　害　　対　　策　　本　　部

本部長

農林水産部

土木部

警察部

東　京

大　阪

応　援　班

土木建築班

各　班

各　班

本部長、副本部長、本部員、
報道主管者

知　事

安全環境部

各　班

各　班

総務部

総合政策部

事務局長、事務局次長、
防災班長、各部連絡責任者

各 部 連 絡 責 任 者 会 議

副本部長

本　部　会　議

本部長

副　知　事

産業労働部

健康福祉部

耕　地　班

事　　務　　局

事務局長、事務局次長、
防災班長、防災班員、
指定班員、各部連絡員

林　務　班

総務情報班

副本部長 農　務　班

教育部

企業部

会計部

産業労働部 

農林水産部 

土木部 

会計部 

地域戦略部 

交流文化部 

安全環境部 

健康福祉部 
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福井県地域防災計画（震災対策編） 新旧対照表 
現 行  改定案 

 

 

（４）～（５）（略） 

（６）設置の伝達 

  ①（略） 

② 勤務時間外または休日等における伝達 

ア 県内で震度６弱以上を観測した場合または県内の沿岸に津波警報または大津波警報が発表された場合 

（ア）危機対策・防災課長は、知事が災害対策本部の設置を決定したときは、副知事、安全環境部長、安全環境

部危機対策監および安全環境部企画幹に報告するとともに、電話により各部連絡責任者に伝達する。また、

職員参集装置により各部連絡責任者、各部連絡員および緊急時特別初動班員に参集することを伝達する。 

（イ）伝達を受けた各部連絡責任者は、各部局長、各部局企画幹および各部連絡員に伝達し、各部連絡員は、各

部局があらかじめ定める緊急連絡網により部局内各課に伝達する。 

（ウ）（略） 

イ （略） 

③ （略） 

（７）職員の参集 

①～③（略） 

③ 参集時の心構え 

④ 参集状況等の報告 

各部局の連絡課の連絡責任者は、出先機関も含めた職員の参集状況等を速やかに把握し、人事企画課へ報告する。 

（８）～（１３）（略） 

 

第７～第１０（略） 

 

第２節～第１１節（略） 

 

第１２節 医療救護計画 

第１ （略） 

第２ 医療救護活動体制の確立 

（１）実施体制 

① （略） 

② 県の措置 

ア～エ（略） 

オ 必要に応じて、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を要請する。 

カ 県内または他都道府県からの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣に係る調整を行うとともに、活動場所

（医療機関、救護所、航空搬送拠点等）の確保を図る。 

 

キ 必要に応じ、災害医療アドバイザーを災害対策本部に配置し、災害時医療に関する助言を行う。 

ク 必要に応じ、災害医療コーディネーターを災害対策本部と現地災害対策本部に配置し、各関係機関と連携し

てＤＭＡＴ等救護班の派遣および患者搬送の調整等を行う。また、ＤＭＡＴロジスティックチームを活用し、

病院支援や情報収集等を行う。 

ケ（略） 

   ③～④（略） 

 

 

（４）～（５）（略） 

（６）設置の伝達 

  ①（略） 

② 勤務時間外または休日等における伝達 

ア 県内で震度６弱以上を観測した場合または県内の沿岸に津波警報または大津波警報が発表された場合 

（ア）危機対策・防災課長は、知事が災害対策本部の設置を決定したときは、副知事、安全環境部長、安全環境

部危機対策監および安全環境部副部長に報告するとともに、電話により各部連絡責任者に伝達する。また、

職員参集装置により各部連絡責任者、各部連絡員および緊急時特別初動班員に参集することを伝達する。 

（イ）伝達を受けた各部連絡責任者は、各部局長、各部局副部長および各部連絡員に伝達し、各部連絡員は、各

部局があらかじめ定める緊急連絡網により部局内各課に伝達する。 

（ウ）（略） 

イ （略） 

③ （略） 

（７）職員の参集 

①～③（略） 

③ 参集時の心構え 

④ 参集状況等の報告 

各部局の連絡課の連絡責任者は、出先機関も含めた職員の参集状況等を速やかに把握し、人事課へ報告する。 

（８）～（１３）（略） 

 

第７～第１０（略） 

 

第２節～第１１節 （略） 

 

第１２節 医療救護計画 

第１ （略） 

第２ 医療救護活動体制の確立 

（１）実施体制 

① （略） 

② 県の措置 

ア～エ（略） 

オ 必要に応じて、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、および災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣を要

請する。 

カ 県内または他都道府県からの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、および災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）

の派遣に係る調整を行うとともに、活動場所（医療機関、救護所、航空搬送拠点等）の確保を図る。 

（削除） 

キ 必要に応じ、災害医療コーディネーターを災害対策本部と現地災害対策本部に配置し、被災地の保健医療ニ

ーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言および支援を行う。また、ＤＭＡＴロジスティック

チームを活用し、病院支援や情報収集等を行う。 

ク（略） 

   ③～④（略） 
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福井県地域防災計画（震災対策編） 新旧対照表 
現 行  改定案 

 

 

（２）医療救護活動 

  ①（略） 

② 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 

災害急性期（救命率が高い４８時間以内）に活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）については、１チーム

あたり概ね５名程度（医師１～２名、看護師１～２名、業務調整員１～２名）とする。 

ＤＭＡＴ指定病院（機関） チーム数 

福井県立病院 

福井県済生会病院 

福井大学医学部附属病院 

福井赤十字病院（日本赤十字社福井県支部） 

公立丹南病院 

福井勝山総合病院 

市立敦賀病院 

杉田玄白記念公立小浜病院 

福井総合病院 

独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター 

３ 

３ 

３ 

３ 

１ 

２ 

２ 

４ 

１ 

１ 

合計 ２３ 

  ③（略） 

  （新設） 

 

 

 

 

④ 医療救護所 

患者の応急処置のほか、搬送を要する傷病者の後方支援病院への収容の要請を行う。 

⑤ 拠点医療救護所および後方支援病院 

救急告示病院等を被災現場に設置された医療救護所の拠点とするほか、災害拠点病院等を医療救護所の後方支

援病院とし、医療救護所からの重篤患者の受入れ・調整等を実施する。 

県立病院は、医療救護所の後方支援病院の役割を果たすとともに、基幹災害拠点病院として、広範囲熱傷や挫

滅症候群等の特殊疾患患者の救命救急に当たる。 

⑥ 航空搬送拠点 

県内の医療機関では対応しきれない事態のときには、必要に応じて、ヘリコプター等の航空機を活用した患者等

の県外搬送のために、福井空港等に航空搬送拠点を設置する。航空搬送拠点内には、患者の症状の安定化を図り、

搬送のためのトリアージを実施するための臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置し、広域搬送の支援を行う。 

（３）～（４）（略） 

第３ こころのケア体制 

  こころのケア体制の確立を図るため、精神保健福祉センターを中心に精神科救護所を開設し、精神科医等による巡回

相談を実施する。 

県は、被災市町から要請があったとき、または、必要と認めたときは、被災者および救護者のこころのケアのため、

精神科医師、看護師、精神保健福祉士等による災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を編成し、医療救護班と連携して

精神科医療および精神保健活動にあたるものとする。また、必要に応じて精神的な悩みや問題を相談できる窓口を設置

する。 

注）災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric Assistance Team）：自然災害や犯罪事件および航空機・列車事故等

の集団災害が発生した場合に被災地域に入り、精神科医療および精神保健活動の支援を行うための専門的な研修・訓練を

受けた災害派遣精神医療チーム 

（２）医療救護活動 

  ①（略） 

② 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 

災害急性期（救命率が高い４８時間以内）に活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）については、１チーム

あたり概ね５名程度（医師１～２名、看護師１～２名、業務調整員１～２名）とする。 

ＤＭＡＴ指定病院（機関） チーム数 

福井県立病院 

福井県済生会病院 

福井大学医学部附属病院 

福井赤十字病院（日本赤十字社福井県支部） 

公立丹南病院 

福井勝山総合病院 

市立敦賀病院 

杉田玄白記念公立小浜病院 

福井総合病院 

独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター 

３ 

３ 

３ 

３ 

１ 

２ 

２ 

４ 

２ 

１ 

合計 ２４ 

 

  ③（略） 

  ④ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ） 

    精神科病院等が県からの要請に基づいて結成される医療チームであり、１チームあたり３～５名程度（医師１名、

看護師１～２名、業務調整員１～２名）とする。災害急性期（発災から４８時間以内）に活動するチームをＤＰＡ

Ｔ先遣隊とする。 

 

⑤ 医療救護所 

患者の応急処置のほか、搬送を要する傷病者の後方支援病院への収容の要請を行う。 

⑥ 拠点医療救護所および後方支援病院 

救急告示病院等を被災現場に設置された医療救護所の拠点とするほか、災害拠点病院等を医療救護所の後方支

援病院とし、医療救護所からの重篤患者の受入れ・調整等を実施する。 

県立病院は、医療救護所の後方支援病院の役割を果たすとともに、基幹災害拠点病院として、広範囲熱傷や挫

滅症候群等の特殊疾患患者の救命救急に当たる。 

⑦ 航空搬送拠点 

県内の医療機関では対応しきれない事態のときには、必要に応じて、ヘリコプター等の航空機を活用した患者等

の県外搬送のために、福井空港等に航空搬送拠点を設置する。航空搬送拠点内には、患者の症状の安定化を図り、

搬送のためのトリアージを実施するための臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置し、広域搬送の支援を行う。 

（３）～（４）（略） 

第３ こころのケア体制 

  こころのケア体制の確立を図るため、精神保健福祉センターを中心に精神科救護所を開設し、精神科医等による巡回

相談を実施する。 

県は、被災市町から要請があったとき、または、必要と認めたときは、被災者および救護者のこころのケアのため、

災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を編成し、救護班と連携して精神科医療および精神保健活動にあたるものとする。

また、必要に応じて精神的な悩みや問題を相談できる窓口を設置する。 

注）災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric Assistance Team）：自然災害や犯罪事件および航空機・列車事故等

の集団災害が発生した場合に被災地域に入り、精神科医療および精神保健活動の支援を行うための専門的な研修・訓練を

受けた災害派遣精神医療チーム 
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福井県地域防災計画（震災対策編） 新旧対照表 
現 行  改定案 

 

 

第１３節～第１５節 （略） 

 

第１６節 水防活動計画 

第１～第２（略） 

第３ 河川施設等の応急対策 

（１）（略） 

（２）河川施設の応急対策 

 ①～②（略） 

 ③ ダム施設の管理者は、ダム施設が決壊するおそれがあると認めた時は、緊急放流を行う。  

（３）（略） 

 

第１７節 災害警備計画 

第１～第２ （略） 

第３ 交通規制対策 

（１）（略） 

（２）交通規制装置 

① 規制の実施および緊急交通路の指定 

県警察は、震災が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、災害発生後の被災地への流入車

両の抑制を行い、物資輸送等緊急通行車両等の通行を確保するため、「大規模災害発生時の交通規制計画」に基づ

き、広域交通規制または県指定交通規制を実施する。 

当該計画の中で、広域交通規制道路に指定している北陸自動車道、近畿自動車道（舞鶴若狭自動車道）、一般国

道８号、同２７号の各道路を緊急交通路指定予定路線としてあらかじめ指定し、警察庁の調整のもと、隣接・近

接各府県の相互協力による交通規制を実施する。 

また、県指定交通規制は、県内における被災地の状況を判断し、県内の主要一般国道等を指定する。 

 

第２０節 交通施設応急対策計画 

第１～第２ （略） 

第３ 道路施設 

（１）～（２）（略） 

（３）高速道路 

中日本高速道路株式会社は、地震による災害発生のおそれがある場合、または災害が発生した場合は「防災業務

要領」に従い、直ちに災害応急対策に入る。 

① ～⑨ （略） 

 

 

第２４節 上水道・下水道施設応急対策計画 

第１～第２ （略） 

第３ 下水道施設 

   下水道管理者は震災時における下水道の被害を最小限にとどめ、環境汚染の防止を図るため、管路施設・ポンプ場

および処理場施設を含むシステム全体について被害状況を把握し、緊急装置・施設の復旧作業を実施する。 

（１）～（５）（略） 

 

第２９節 遺体の捜索、処理、埋葬計画 

第１～第４ （略） 

第５ 遺体の埋葬 

市町は、地震や津波災害の際死亡した者に対して、混乱期のためその遺族が埋葬を行うことが困難な場合、または死

第１３節～第１５節 （略） 

 

第１６節 水防活動計画 

第１～第２（略） 

第３ 河川施設等の応急対策 

（１）（略） 

（２）河川施設の応急対策 

 ①～②（略） 

 ③ ダム施設の管理者は、ダム施設が決壊するおそれがあると認めた時は、ダムの貯水位を下げる操作を行う。 

（３）（略） 

 

第１７節 災害警備計画 

第１～第２ （略） 

第３ 交通規制対策 

（１）（略） 

（２）交通規制装置 

① 規制の実施および緊急交通路の指定 

県警察は、震災が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、災害発生後の被災地への流入車

両の抑制を行い、物資輸送等緊急通行車両等の通行を確保するため、「大規模災害発生時の交通規制計画」に基づ

き、交通規制または県指定交通規制を実施する。 

当該計画の中で、緊急交通路指定予定路線に選定している北陸自動車道、舞鶴若狭自動車道、中部縦貫自動車道

の各道路を必要に応じて指定し、警察庁の調整のもと、隣接・近接各府県の相互協力による交通規制を実施する。 

また、県内における被災地の状況を判断し、県内の主要幹線道路を必要に応じて指定する。 

 

 

第２０節 交通施設応急対策計画 

第１～第２ （略） 

第３ 道路施設 

（１）～（２）（略） 

（３）高速道路 

中日本高速道路株式会社および西日本高速道路株式会社は、地震による災害発生のおそれがある場合、または災

害が発生した場合は「防災業務要領」に従い、直ちに災害応急対策に入る。 

① ～⑨ （略） 

 

 

第２４節 上水道・下水道施設応急対策計画 

第１～第２ （略） 

第３ 下水道施設 

   下水道管理者は震災時における下水道の被害を最小限にとどめ、環境汚染の防止を図るため、管路施設・ポンプ場

および処理場施設を含むシステム全体について被害状況を把握し、施設の復旧作業を実施する。 

（１）～（５）（略） 

 

第２９節 遺体の捜索、処理、埋葬計画 

第１～第４ （略） 

第５ 遺体の埋葬 

市町は、地震や津波災害の際死亡した者について、混乱期のためその遺族が埋葬または火葬を行うことが困難な場合、
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福井県地域防災計画（震災対策編） 新旧対照表 
現 行  改定案 

 

 

亡した者の遺族がいない場合に、次の方法により応急的な埋葬を行う。 

（１）方法 

埋葬の実施に当たっては次の点に留意して行う。 

① 遺体は、県警察本部または海上保安本部の行う検視等を経た後、同機関から引継ぎを受けて埋葬する。 

② 身元不明の遺体については、土葬とする。 

③ 被災地以外に漂流した遺体のうち、身元が判明しない者の埋葬は行旅死亡人として取扱う。 

（２）実施体制 

市町は、自ら遺体の埋葬の実施が困難な場合には、近隣市町または県に応援要請を行う。 

県は、市町から応援要請を受けたときは、状況に応じて県内市町、近隣府県および全国都道府県への応援要請を行

う。 

 

 

 

 

 

もしくは死亡した者の遺族がいない場合に、次の方法により応急的な埋葬または火葬を行う。 

（１）方法 

埋葬または火葬の実施に当たっては次の点に留意して行う。 

① 遺体は、県警察本部または海上保安本部の行う検視等を経た後、同機関から引継ぎを受けて埋葬または火葬する。 

② 身元不明の遺体については、警察その他関係機関に連絡し、その調査に当たるとともに、埋葬または火葬する。 

③ 被災地以外に漂流した遺体のうち、身元が判明しない者の埋葬または火葬は行旅死亡人として取扱う。 

（２）実施体制 

市町は、自ら遺体の埋葬または火葬の実施が困難な場合には、近隣市町または県に応援要請を行う。 

県は、市町から応援要請を受けたときは、状況に応じて県内市町、近隣府県および全国都道府県への応援要請を行

う。 
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福井県地域防災計画（雪害対策編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 

福井県地域防災計画（雪害対策編） 
 

第１章 総則 

第１節（略） 

第２節 防災関係機関の処理すべき事務または業務 

第７ 指定公共機関および指定地方公共機関 

 ２ 電力関係機関 

  ・北陸電力㈱ 

  （福井支店） 

  ・関西電力㈱ 

  （原子力事業本部） 

  （京都支店小浜営業所） 

  ・日本原子力発電㈱ 

  （敦賀発電所） 

  ・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 

 

第３節 福井県の降積雪の状況および雪害 

第１ 降積雪の状況 

（１）福井 

 最深積雪 降雪合計 

H29 28 130 

 30 147 383 

 

 

（２）敦賀 

 最深積雪 降雪合計 

H29 58 133 

 30 57 225 

 

 

 

 

 

第２章 雪害予防計画 

第６節 農林水産業雪害予防計画 

第２ 農業、畜産業 

県および市町は、農業者に対し、耐雪性品種の適期播種、融雪期の排水対策等を指導するとともに、施設園芸用施

設、畜舎等の耐雪化を促進するものとする。また、雪や風に強いハウスの整備、融雪装置やハウスの天井を支える支

柱の点検や、ビニールの除去等を農業者に指導するものとする。 

 

 

 

 

 

 

福井県地域防災計画（雪害対策編） 
 

第１章 総則 

第１節（略） 

第２節 防災関係機関の処理すべき事務または業務 

第７ 指定公共機関および指定地方公共機関 

 ２ 電力関係機関 

  ・北陸電力㈱ 

  （福井支店） 

  ・関西電力㈱ 

  （原子力事業本部） 

  （送配電カンパニー京都支社） 

  ・日本原子力発電㈱ 

  （敦賀発電所） 

  ・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 

 

第３節 福井県の降積雪の状況および雪害 

第１ 降積雪の状況 

（１）福井 

 最深積雪 降雪合計 

H29 28 130 

 30 147 383 

 31 14 45 

 

（２）敦賀 

 最深積雪 降雪合計 

H29 58 133 

 30 57 225 

 31  3   3 

 

 

 

 

第２章 雪害予防計画 

第６節 農林水産業雪害予防計画 

第２ 農業、畜産業 

県および市町は、農業者に対し、耐雪性品種の適期播種、融雪期の排水対策等を指導するとともに、施設園芸用施

設、畜舎等の耐雪化を促進するものとする。また、雪や風に強いハウスの整備、融雪装置やハウスの天井を支える支

柱の点検、およびビニールの除去等を農業者に指導するものとする。併せて、自然災害による農作物や施設園芸用施

設等の被害に農業者自らが備えるため、農業保険の加入推進に努めるものとする。 
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福井県地域防災計画（雪害対策編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
 

第３章 雪害応急対策計画 

第１節 緊急活動体制計画 

第１～第３（略） 

第４ 福井県災害対策連絡室の設置 

（３）組織および業務内容 

ア（略） 

イ 災害対策連絡室の室次長は、安全環境部危機対策監および安全環境部企画幹をもって充て、室長に事故あるとき

は、安全環境部危機対策監の職にある室次長、安全環境部副部長の職にある室次長の順序で、その職務を代理するも

のとする。 

 

 

第５ 福井県災害対策本部の設置 

（４）組織、事務分掌等 

ア（略） 

イ（略） 

ウ 災害対策本部員は、政策幹、教育長、各部長（行政組織規則（昭和３９年福井県規則第２１号）第２０２条第１

項に定める部長をいう。）、総合政策部新幹線・地域鉄道対策監、安全環境部危機対策監、国体推進局長、会計管理者

および警察本部長をもって充てるものとする。（以降略） 

エ 災害対策本部に別表２の部を置き、部の長は部長とし、同表に掲げる者をもって充てるものとする。なお、各部

に班を置き、その主な事務分掌は福井県災害対策本部運営要綱で定めるものとする。 

別表２（本節第６(４)エ関係） 
    災害対策本部に設置する部 

 

 

（５）設置の伝達 

ア（略） 

イ（略） 

ウ 伝達系統 

  災害対策本部の設置に係る伝達系統図は別図３のとおりとする。 

 

別図２（本節第６(４)ケ関係） 

福井県災害対策本部組織（概略）図 

 

 

 

災害対策本部 

設置時の部名 
部 長 名 

災害対策本部 

設置時の部名 
部 長 名 

総 務 部 総 務 部 長 農 林 水 産 部 農 林 水 産 部 長 

総 合 政 策 部 総 合 政 策 部 長 土 木 部 土 木 部 長 

安 全 環 境 部 安 全 環 境 部 長 会 計 部 会 計 管 理 者 

健 康 福 祉 部 健 康 福 祉 部 長 教 育 部 教 育 長 

産 業 労 働 部 産 業 労 働 部 長 警 察 部 警 察 本 部 長 

観 光 営 業 部 観 光 営 業 部 長   

 

第３章 雪害応急対策計画 

第１節 緊急活動体制計画 

第１～第３（略） 

第４ 福井県災害対策連絡室の設置 

（３）組織および業務内容 

ア（略） 

イ 災害対策連絡室の室次長は、安全環境部危機対策監および安全環境部副部長をもって充て、室長に事故あるとき

は、安全環境部危機対策監の職にある室次長、安全環境部副部長の職にある室次長の順序で、その職務を代理するも

のとする。 

（以下、同内容１５箇所につき修正） 

 

第５ 福井県災害対策本部の設置 

（４）組織、事務分掌等 

ア（略） 

イ（略） 

ウ 災害対策本部員は、政策幹、教育長、各部長（行政組織規則（昭和３９年福井県規則第２１号）第２０２条第１

項に定める部長をいう。）、総合政策部新幹線・地域鉄道対策監、安全環境部危機対策監、国体推進局長、会計管理者

および警察本部長をもって充てるものとする。（以降略） 

エ 災害対策本部に別表２の部を置き、部の長は部長とし、同表に掲げる者をもって充てるものとする。なお、各部

に班を置き、その主な事務分掌は福井県災害対策本部運営要綱で定めるものとする。 

別表２（本節第６(４)エ関係） 
    災害対策本部に設置する部 

 

 

（５）設置の伝達 

ア（略） 

イ（略） 

ウ 伝達系統 

  災害対策本部の設置に係る伝達系統図は別図３のとおりとする。 

 

別図２（本節第６(４)ケ関係） 

福井県災害対策本部組織（概略）図 

 

 

 

災害対策本部 

設置時の部名 
部 長 名 

災害対策本部 

設置時の部名 
部 長 名 

総 務 部 総 務 部 長 農 林 水 産 部 農 林 水 産 部 長 

地 域 戦 略 部 地 域 戦 略 部 長 土 木 部 土 木 部 長 

交 流 文 化 部 交 流 文 化 部 長 会 計 部 会 計 管 理 者 

安 全 環 境 部 安 全 環 境 部 長 教 育 部 教 育 長 

健 康 福 祉 部 健 康 福 祉 部 長 警 察 部 警 察 本 部 長 

産 業 労 働 部 産 業 労 働 部 長   
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現 行 改正案 
 

          

 本部長        

 知 事      
総 務 部 

           

               

 副本部長       
総合政策部 

 副 知 事       

            

          
安全環境部 

本 部 会 議      

本部長、副本部長、本部員、 

報道主管者 

       

     
健康福祉部 

           

             

各部連絡責任者会議       
産業労働部 

事務局長、事務局次長、 

防災班長、各部連絡責任者 

     

       

          
観光営業部 

    事  務  局    

    
事務局長、事務局次長、 

防災班長、防災班員、 

指定班員、各部連絡員 

      

        
農林水産部 

        

          

           
土 木 部 

           

             

              
会 計 部 

       

  

    

         
教 育 部 

         

           

         
警 察 部 

         

           

         
現地災害対策本部 

       

  

    

         
地方連絡部 

東 京 

         大 阪 

 

 

          

 本部長        

 知 事      
総 務 部 

           

               

 副本部長       
地域戦略部 

 副 知 事       

            

          
交流文化部 

本 部 会 議      

本部長、副本部長、本部員、 

報道主管者 

       

     
安全環境部 

           

             

各部連絡責任者会議       
健康福祉部 

事務局長、事務局次長、 

防災班長、各部連絡責任者    

  

    

          
産業労働部 

    事  務  局 

  

  

      
事務局長、事務局次長、 

防災班長、防災班員、 

指定班員、各部連絡員 

  

        
農林水産部 

        

          

           
土 木 部 

           

             

              
会 計 部 

       

  

    

         
教 育 部 

         

           

         
警 察 部 

         

           

         
現地災害対策本部 

       

  

    

         
地方連絡部 

東 京 

         大 阪 
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福井県地域防災計画（雪害対策編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
 

第２節 防災気象情報伝達計画 

第１（略） 

第２（略） 

第３ 気象特別警報・警報･注意報等の伝達 

 

 別図４（本節第３(１)関係） 

 特別警報・警報・注意報の伝達先および伝達系統 

 
 

 

 

 

 

 

 

第２節 防災気象情報伝達計画 

第１（略） 

第２（略） 

第３ 気象特別警報・警報･注意報等の伝達 

 

 別図４（本節第３(１)関係） 

 特別警報・警報・注意報の伝達先および伝達系統 

 

 

 
 

 

 

 

 

◎ □ 

  
□ 

◎ 

□ 
専用線 

  
◎ 放 送 

○  福井放送㈱ 放 送 
 福井テレビジョン放送㈱ 
 福井エフエム放送㈱ 

○ 新 聞 

  

◎ 

◇凡例 
◎        法令（気象業務法等）による通知系統 

       上記通知系統で特別警報の通知 
       もしくは周知の措置系統 

  
       法令（気象業務法等）による公衆への 
       周知依頼および周知系統 

○   ◎    防災情報提供システム（専用線） 
  ○    防災情報提供システム（インターネット） 
  □    県防災行政無線 
       法令（気象業務法等）により、 
       気象官署から特別警報・警報を受領する機関 

福 
  
  
井 
  
  
地 
  
  
方 
  
  
気 
  
  
象 
  
  
台 

      
その他の伝達系統 

 福井県警察本部 
 福井県無線漁業協同組合 
 北陸電力（株）福井総合制御所 
 えちぜん鉄道（株） 
 京福バス（株） 
 福井鉄道（株） 
 日本原子力発電（株）敦賀発電所 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀事業本部 

 *その他防災関係機関等 

消 防 本 部 

県 出 先 機 関 

市   町 

福  井  県 

（危機対策・防災課） 

福  井  県 
（砂防防災課） 

住 
  
  
  
民 
  
  
  
等 

日本放送協会 
福井放送局 

 敦賀海上保安部 

 国土交通省 
 福井河川国道事務所 

西日本電信電話㈱または 
東日本電信電話㈱ 

日刊県民福井㈱ 

㈱福井新聞社 

朝日新聞福井総局 

中日新聞福井支局 

専用線 □

□
◎

□
専用線

◎ 放　送

◎ 放　送

新　聞

◎

◎

◇凡例
法令（気象業務法等）による通知系統
上記通知系統で特別警報の通知
もしくは周知の措置系統
法令（気象業務法等）による公衆への

〇 周知依頼および周知系統
その他の伝達系統

◎ 防災情報提供システム（専用線）
〇 防災情報提供システム（インターネット）
□ 県防災行政無線

法令（気象業務法等）により、

気象官署から特別警報・警報を受領する機関

福
　
井
　
地
　
方
　
気
　
象
　
台

県出先機関

市町

福井放送㈱

福井テレビジョン放送㈱

福井エフエム放送㈱

日刊県民福井㈱
㈱福井新聞社

朝日新聞福井総局
中日新聞福井支局

敦賀海上保安部

国土交通省
福井河川国道事務所

福井県警察本部

福井県無線漁業協同組合

北陸電力㈱福井総合制御所

えちぜん鉄道㈱

京福バス㈱

福井鉄道㈱

日本原子力発電㈱敦賀発電所

国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構敦賀事業本部

その他防災関係機関

福井県
（危機対策・防災課）

消防本部

住
 
 
民
 
 
等

福井県
（砂防防災課）

西日本電信電話㈱または

東日本電信電話㈱

消防庁

日本放送協会
福井放送局
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福井県地域防災計画（雪害対策編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
 

第５節 交通確保計画 

第１（略） 

第２ 道路交通の確保 

（１）県  

別表７（本節第２(１)関係） 
 路線の区分 

 

 

最重点 
除雪路線 

区
分
の
目
安 

県内外のアクセス路線として、北陸自動車道の各Ｉ．Ｃと国道８号、舞鶴若狭自動

車道の各Ｉ．Ｃと国道２７号を結ぶ路線を指定する。 

県内通過交通を対象とした路線として、日交通量１５，０００台以上の路線を基本

に、南北に連なる路線を指定、さらにこれらの路線を結ぶ主要東西路線を指定し、梯

子状の道路網を形成する。 

バスなどの公共交通路線や物流拠点へのアクセス道路を指定する。 

 病院群輪番制参加病院および周産期母子医療センター等にアクセスする幹線道路お

よび市町道路を指定する。※以下の１０病院 

（福井県立病院、福井済生会病院、福井赤十字病院、福井大学医学部附属病

院、福井愛育病院、福井総合病院、福井勝山総合病院、公立丹南病院、市立

敦賀病院、杉田玄白記念公立小浜病院） 

 原子力発電所の周辺地域と国道２７号を結ぶ幹線道路を指定する。※以下の５施設 

（高速増殖炉もんじゅ、敦賀原子力発電所、美浜原子力発電所、大飯原子力

発電所、高浜原子力発電所） 

除
雪
目
標 

異常降雪時においても２車線以上の幅員を確保し、常時交通を確保する。 

 

（２）近畿地方整備局福井河川国道事務所 

  ア 除雪目標 

    除雪幅員は全車線確保を原則とし、異常降雪以外は常時交通を確保するものとする。 

    また、急勾配、路肩幅員が狭小な区間等を「除雪優先区間」に設定し、監視体制を強化する。 

 

 オ 一時通行止め 

    異常な降雪により、交通安全の確保および除雪作業が困難となるおそれがある場合は、あらかじめ除雪優先

区間等に定めた区間を警察と連携の上、一時的に通行止めを行い除雪等の作業を行うものとする。また、交通

閉鎖を行う場合は、多様な媒体や報道を利用して、利用者に対し、事前に広域迂回の情報を呼びかけ、交通の

集中を回避するよう努めるものとする。 

 

第５節 交通確保計画 

第１（略） 

第２ 道路交通の確保 

（１）県 

別表７（本節第２(１)関係） 
 路線の区分 

 

 

最重点 
除雪路線 

区
分
の
目
安 

県内外のアクセス路線として、北陸自動車道の各Ｉ．Ｃと国道８号、舞鶴若狭自動

車道の各Ｉ．Ｃと国道２７号を結ぶ路線を指定する。 

県内通過交通を対象とした路線として、日交通量１５，０００台以上の路線を基本

に、南北に連なる路線を指定、さらにこれらの路線を結ぶ主要東西路線を指定し、梯

子状の道路網を形成する。 

バスなどの公共交通路線や物流拠点へのアクセス道路を指定する。 

 病院群輪番制参加病院および周産期母子医療センター等にアクセスする幹線道路お

よび市町道路を指定する。※以下の１１病院 

（福井県立病院、福井済生会病院、福井赤十字病院、福井大学医学部附属病

院、福井愛育病院、福井総合病院、福井勝山総合病院、公立丹南病院、市立

敦賀病院、敦賀医療センター、杉田玄白記念公立小浜病院） 

 原子力発電所の周辺地域と国道２７号を結ぶ幹線道路を指定する。※以下の５施設 

（高速増殖炉もんじゅ、敦賀原子力発電所、美浜原子力発電所、大飯原子力

発電所、高浜原子力発電所） 

除
雪
目
標 

異常降雪時においても２車線以上の幅員を確保し、常時交通を確保する。 

 

（２）近畿地方整備局福井河川国道事務所 

  ア 除雪目標 

    除雪幅員は全車線確保を原則とし、異常降雪以外は常時交通を確保するものとする。 

    また、急勾配、路肩幅員が狭小な区間等を「予防的通行規制区間」に設定し、監視体制を強化する。 

 

 オ 一時通行止め 

    異常な降雪により、交通安全の確保および除雪作業が困難となるおそれがある場合は、あらかじめ予防的通

行規制区間等に定めた区間を警察と連携の上、一時的に通行止めを行い除雪等の作業を行うものとする。また、

交通閉鎖を行う場合は、多様な媒体や報道を利用して、利用者に対し、事前に広域迂回の情報を呼びかけ、交

通の集中を回避するよう努めるものとする。 
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福井県地域防災計画（雪害対策編） 新旧対照表 
 

 

現 行 改正案 
 

 

別図５～７ 

 

 
 

 

 

 

 

別図５～７ 

 

 

 

・広報課 を 広報広聴課 に修正 

・公共交通機関 中 コミュニティーバスを 西日本ＪＲバスに修正 

 ・道路情報連絡室 を 福井県冬期道路情報連絡室に修正 

 ・国土交通省 中 金沢河川国道事務所を追加 

 ・福井地方気象台を追加 

 上記修正を別図５～７において修正 
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福井県地域防災計画（原子力災害対策編） 新旧対照表 

現 行 改定案 

福井県地域防災計画（原子力災害対策編）  

第１章  総  則  

第１節  計画の方針 

第１～第３ （略） 

第４ 計画を定めるに当たっての基本方針 

 

表２ 各緊急事態区分を判断するＥＡＬの枠組み 

１．加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉の運転等のための施設（当該施設

が核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「炉規法」と

いう。）第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合しない場合または原子炉容器内に照射済

燃料集合体が存在しない場合を除く。） 

 【関西電力(株)大飯発電所３，４号機、関西電力(株)高浜発電所３，４号機】 

 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

警戒事態 

（第１段階） 

① 原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信さ

れ、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信さ

れた原因を特定できないこと。 

 

 

② 原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが

起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと。 

 

 

③ （略） 

 

④ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が１系統のみとなった場合で当該母線

への電気の供給が１つの電源のみとなり、その状態が１５分以上継続すること、

または外部電源喪失が３時間以上継続すること。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 原子炉制御室その他の箇所からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が

生じること。 

⑧～⑮ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県地域防災計画（原子力災害対策編）  

第１章  総  則  

第１節  計画の方針 

第１～第３ （略） 

第４ 計画を定めるに当たっての基本方針 

 

表２ 各緊急事態区分を判断するＥＡＬの枠組み 

１．加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉の運転等のための施設（当該施設

が核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「炉規法」と

いう。）第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合しない場合または原子炉容器内に照射済

燃料集合体が存在しない場合を除く。） 

 【関西電力(株)大飯発電所３，４号機、関西電力(株)高浜発電所３，４号機】 

 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

警戒事態 

（第１段階） 

① 原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信さ

れ、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信さ

れた原因を特定できないこと、または原子炉の非常停止が必要な場合において、

原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこ

と、もしくは停止したことを確認することができないこと。 

② 原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが

起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと、または原子炉

の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生

すること。 

③ （略） 

 

④ 非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給す

る電源が一となる状態が１５分間以上継続すること、全ての非常用交流母線から

の電気の供給が停止すること、または外部電源喪失が３時間以上継続すること。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 原子炉制御室および原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響

を及ぼす可能性が生じること。 

⑧～⑮ （略） 
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福井県地域防災計画（原子力災害対策編） 新旧対照表 

現 行 改定案 

 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

施設敷地 

緊急事態 

（第２段階） 

①・② （略） 

③ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分以上継続

すること。 

④・⑤ （略） 

⑥ 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないことまたは当該貯蔵槽の水位を維持で

きていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 

 

 

⑦ 原子炉制御室の環境が悪化し、原子炉の制御に支障が生じること、または原子

炉もしくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設

置する原子炉施設の状態を表示する装置もしくは原子炉施設の異常を表示する警

報装置の機能の一部が喪失すること。 

⑧～⑭ （略） 

 

 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

全面緊急事態 

（第３段階） 

① 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入により原子炉を停止す

ることができないことまたは停止したことを確認することができないこと。 

②～④ （略） 

⑤ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以上継続

すること。 

⑥～⑨ （略） 

⑩ 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停

止する機能および冷温停止状態を維持する機能が喪失することまたは原子炉施設

に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表

示する装置もしくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失す

ること。 

⑪～⑬ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

施設敷地 

緊急事態 

（第２段階） 

①・② （略） 

③ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分以

上継続すること。 

④・⑤ （略） 

⑥ 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、または当該貯蔵槽の水位を維持

できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこ

と。 

⑦ 原子炉制御室および原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子

炉の制御に支障が生じること、または原子炉もしくは使用済燃料貯蔵槽に異常が

発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装

置もしくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。 

 

⑧～⑭ （略） 

 

 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

全面緊急事態 

（第３段階） 

① 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止

することができないこと、または停止したことを確認することができないこと。 

②～④ （略） 

⑤ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以

上継続すること。 

⑥～⑨ （略） 

⑩ 原子炉制御室および原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより原

子炉を停止する機能および冷温停止状態を維持する機能が喪失すること、または

原子炉もしくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室

に設置する原子炉施設の状態を表示する装置もしくは原子炉施設の異常を表示す

る警報装置の全ての機能が喪失すること。 

⑪～⑬（略） 
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福井県地域防災計画（原子力災害対策編） 新旧対照表 

現 行 改定案 

２．ナトリウム冷却型高速炉（炉規法第２条第５項に規定する発電用原子炉に限る。）に係る原子

炉の運転等のための施設（原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。） 

【国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ】 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

警戒事態 

（第１段階） 

① 全ての非常用交流母線からの電気の供給が１系統のみとなった場合で当該母線

への電気の供給が１つの電源のみとなり、その状態が１５分以上継続すること、

または外部電源喪失が３時間以上継続すること。 

② （略） 

③ 原子炉制御室その他の箇所からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が

生じること。 

④～⑪ （略） 

 

 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

施設敷地 

緊急事態 

（第２段階） 

①・② （略） 

③ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分間以上

（原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第９

号）第５８条第１項および研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第１０号）第７２条第１項の

基準に適用しない場合には、５分間以上）継続すること。 

④・⑤ （略） 

⑥ 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないことまたは当該貯蔵槽の液位を維持で

きていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。 

 

⑦ 原子炉制御室の環境が悪化し、原子炉の制御に支障が生じること、または原子

炉もしくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設

置する原子炉施設の状態を表示する装置もしくは原子炉施設の異常を表示する警

報装置の機能の一部が喪失すること。 

⑧～⑬ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ナトリウム冷却型高速炉（炉規法第２条第５項に規定する発電用原子炉に限る。）に係る原子

炉の運転等のための施設（原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。） 

【国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ】 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

警戒事態 

（第１段階） 

① 非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給す

る電源が一となる状態が１５分間以上継続すること、全ての非常用交流母線から

の電気の供給が停止すること、または外部電源喪失が３時間以上継続すること。 

② （略） 

③ 原子炉制御室および原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響

を及ぼす可能性が生じること。 

④～⑪ （略） 

 

 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

施設敷地 

緊急事態 

（第２段階） 

①・② （略） 

③ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分間

以上（原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則

第９号）第５８条第１項および研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第１０号）第７２条第１

項の基準に適用しない場合には、５分間以上）継続すること。 

④・⑤ （略） 

⑥ 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、または当該貯蔵槽の液位を維持

できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこ

と。 

⑦ 原子炉制御室および原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子

炉の制御に支障が生じること、または原子炉もしくは使用済燃料貯蔵槽に異常が

発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装

置もしくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。 

⑧～⑬ （略） 
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福井県地域防災計画（原子力災害対策編） 新旧対照表 

現 行 改定案 

 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

全面緊急事態 

（第３段階） 

① 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入（電動駆動による挿入

を除く。）により原子炉を停止することができないことまたは停止したことを確

認することができないこと。 

②・③ （略） 

④ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以上（原

子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則第５８条第１項および研究開発段階発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第７２条第１項の基準に適合し

ない場合には、３０分間以上）継続すること。 

⑤～⑧ （略） 

⑨ 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停

止する機能および冷温停止状態を維持する機能が喪失することまたは原子炉施設

に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表

示する装置もしくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失す

ること。 

⑩～⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態区分 緊急事態を判断するＥＡＬ 

全面緊急事態 

（第３段階） 

① 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入（電動駆動による挿入

を除く。）により原子炉を停止することができないこと、または停止したことを

確認することができないこと。 

②・③ （略） 

④ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以

上（原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則第５８条第１項および研究開発段階発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第７２条第１項の基準に適

合しない場合には、３０分間以上）継続すること。 

⑤～⑧ （略） 

⑨ 原子炉制御室および原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより原

子炉を停止する機能および冷温停止状態を維持する機能が喪失すること、または

原子炉もしくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室

に設置する原子炉施設の状態を表示する装置もしくは原子炉施設の異常を表示す

る警報装置の全ての機能が喪失すること。 

⑩～⑫ （略） 
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福井県地域防災計画（原子力災害対策編） 新旧対照表 

現 行 改定案 

 

別表１（本節第４関係） 

 

福井県の原子力事業所設置概要    （平成３０年４月１日現在） 
 

原 子 力 事 業 所 号機 所 在 地 炉 型 
認 可 出 力 

(万 kW) 
 
電 調 審 

決定年月 

原子炉設置 

許可年月日 

着 工 

年月日 

営業（本格） 

運転 

開 始 年 月 日 

 

 運 

 転 

 中 

日本原子力発電㈱敦賀発電所 ２号機 敦賀市明神町   ＰＷＲ    １１６.0  S.53.12 S.57. 1.26 S.57. 3 S.62. 2.17 

関 西 電 力 ㈱ 美 浜 発 電 所 ３号機 美 浜 町 丹 生 〃     ８２.6  S.46. 6 S.47. 3.13 S.47. 7 S.51.12. 1 

関 西 電 力 ㈱ 大 飯 発 電 所 
３号機 

４号機 

おおい町大島 

〃 

〃 

〃 

１１８.0 

   １１８.0 
 

S.60. 1 

S.60. 1 

S.62. 2.10 

S.62. 2.10 

S.62. 3 

S.62. 3 

H. 3.12.18 

H. 5. 2. 2 

関 西 電 力 ㈱ 高 浜 発 電 所 

１号機 

２号機 

３号機 

４号機 

高浜町田ノ浦 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

    ８２.6 

    ８２.6 

    ８７.0 

    ８７.0 

 

S.44. 5 

S.45. 5 

S.53. 3 

S.53. 3 

S.44.12.12 

S.45.11.25 

S.55. 8. 4 

S.55. 8. 4 

S.45. 4 

S.46. 2 

S.55.11 

S.55.11 

S.49.11.14 

S.50.11.14 

S.60. 1.17 

S.60. 6. 5 

小        計  ８基      ７７３.8      

運
転
終
了 

関 西 電 力 ㈱ 大 飯 発 電 所 
１号機 

２号機 

おおい町大島 

〃 

ＰＷＲ 

〃 

１１７.5 

   １１７.5 
 

S.45.10 

S.45.10 

S.47. 7. 4 

S.47. 7. 4 

S.47.10 

S.47.11 

S.54. 3.27 

S.54.12. 5 

小        計  ２ 基    ２７０.7      

建
設
準
備
中 

日本原子力発電㈱敦賀発電所 
３号機 

４号機 

敦賀市明神町 

〃 

ＰＷＲ 

〃 

１５３.8 

１５３.8 
     

         小        計 ２ 基 

２

８

.

0 

   ３０７.6      

廃 

止 

措 

置 

中 

 

日本原子力発電㈱敦賀発電所 １号機 敦賀市明神町  ＢＷＲ     ３５.7  S.40. 5 S.41. 4.22 S.42. 2 S.45. 3.14 

関 西 電 力 ㈱ 美 浜 発 電 所 
１号機 

２号機 

美 浜 町 丹 生 

〃 

ＰＷＲ 

〃 

    ３４.0 

    ５０.0 
 

S.41. 4 

S.42.12 

S.41.12. 1 

S.43. 5.10 

S.42. 8 

S.43.12 

S.45.11.28 

S.47. 7.25 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

新型転換炉原型炉ふげん 

 

 

 

 

 

敦賀市明神町 

 

 

ＡＴＲ     １６.5   S.45.11.30 S.46. 8 

S.54. 3.20 

H.15. 3.29 

運転終了 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

高速増殖原型炉もんじゅ 

 敦 賀 市 白 木  ＦＢＲ     ２８.0  S.57. 5 S.58. 5.27 S.60. 9 未 定 

         小        計 ５ 基 

２

８

.

0 

   １２８.5      

        合          計  １７基  １，４８０.6      

 

 ＢＷＲ(Boiling Water Reactor)   ：沸騰水型軽水炉      

ＰＷＲ(Pressurized Water Reactor)：加圧水型軽水炉 

 ＡＴＲ(Advanced Thermal Reactor)：新型転換炉         

ＦＢＲ(Fast Breeder Reactor)   ：高速増殖炉 

   （注）① 着工年月は、工事計画認可の月とした。 

      ② 高速増殖炉原型炉もんじゅの電調審決定年月は、閣議了解の月とした。 

      ③ 高速増殖炉原型炉もんじゅは、平成７年 12月８日に２次主冷却系ナトリウム漏えい事故が発生

したため、本格運転開始の予定年月日を「未定」としている。 

 

別表１（本節第４関係） 

 

福井県の原子力事業所設置概要    （令和２年３月１日現在） 
 

原 子 力 事 業 所 号機 所 在 地 炉 型 
認 可 出 力 

(万 kW) 
 
電 調 審 

決定年月 

原子炉設置 

許可年月日 

着 工 

年月日 

営業（本格） 

運転 

開 始 年 月 日 

 

 運 

 転 

 中 

日本原子力発電㈱敦賀発電所 ２号機 敦賀市明神町   ＰＷＲ    １１６.0  S.53.12 S.57. 1.26 S.57. 3 S.62. 2.17 

関 西 電 力 ㈱ 美 浜 発 電 所 ３号機 美 浜 町 丹 生 〃     ８２.6  S.46. 6 S.47. 3.13 S.47. 7 S.51.12. 1 

関 西 電 力 ㈱ 大 飯 発 電 所 
３号機 

４号機 

おおい町大島 

〃 

〃 

〃 

１１８.0 

   １１８.0 
 

S.60. 1 

S.60. 1 

S.62. 2.10 

S.62. 2.10 

S.62. 3 

S.62. 3 

H. 3.12.18 

H. 5. 2. 2 

関 西 電 力 ㈱ 高 浜 発 電 所 

１号機 

２号機 

３号機 

４号機 

高浜町田ノ浦 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

    ８２.6 

    ８２.6 

    ８７.0 

    ８７.0 

 

S.44. 5 

S.45. 5 

S.53. 3 

S.53. 3 

S.44.12.12 

S.45.11.25 

S.55. 8. 4 

S.55. 8. 4 

S.45. 4 

S.46. 2 

S.55.11 

S.55.11 

S.49.11.14 

S.50.11.14 

S.60. 1.17 

S.60. 6. 5 

小        計  ８基      ７７３.8      

建
設
準
備
中 

日本原子力発電㈱敦賀発電所 
３号機 

４号機 

敦賀市明神町 

〃 

ＰＷＲ 

〃 

１５３.8 

１５３.8 
     

         小        計 ２ 基 

２

８

.

0 

   ３０７.6      

廃 

止 

措 

置 
中 

 

日本原子力発電㈱敦賀発電所 １号機 敦賀市明神町  ＢＷＲ     ３５.7  S.40. 5 S.41. 4.22 S.42. 2 S.45. 3.14 

関 西 電 力 ㈱ 美 浜 発 電 所 
１号機 

２号機 

美 浜 町 丹 生 

〃 

ＰＷＲ 

〃 

    ３４.0 

    ５０.0 
 

S.41. 4 

S.42.12 

S.41.12. 1 

S.43. 5.10 

S.42. 8 

S.43.12 

S.45.11.28 

S.47. 7.25 

関 西 電 力 ㈱ 大 飯 発 電 所 
１号機 

２号機 

おおい町大島 

〃 

ＰＷＲ 

〃 

１１７.5 

   １１７.5 
 

S.45.10 

S.45.10 

S.47. 7. 4 

S.47. 7. 4 

S.47.10 

S.47.11 

S.54. 3.27 

S.54.12. 5 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

新型転換炉原型炉ふげん 

 

 

 

 

 

敦賀市明神町 

 

 

ＡＴＲ     １６.5   S.45.11.30 S.46. 8 

S.54. 3.20 

H.15. 3.29 

運転終了 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

高速増殖原型炉もんじゅ 

 敦 賀 市 白 木  ＦＢＲ     ２８.0  S.57. 5 S.58. 5.27 S.60. 9 ― 

         小        計 ７ 基 

２

８

.

0 

   ３９９.2      

        合          計  １７基  １，４８０.6      

 

ＢＷＲ(Boiling Water Reactor)   ：沸騰水型軽水炉      

ＰＷＲ(Pressurized Water Reactor)：加圧水型軽水炉 

 ＡＴＲ(Advanced Thermal Reactor)：新型転換炉         

ＦＢＲ(Fast Breeder Reactor)   ：高速増殖炉 

   （注）① 着工年月は、工事計画認可の月とした。 

      ② 高速増殖炉原型炉もんじゅの電調審決定年月は、閣議了解の月とした。 
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福井県地域防災計画（原子力災害対策編） 新旧対照表 

現 行 改定案 

第２章  原子力災害事前対策  

第１節～第７節 （略） 

第８節 

第１～第２（略） 

第３ 原子力災害医療資機材等の整備 

（１）～（２）略 

（３）安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 

（エ） 県は、関係市町と連携し、住民に事前配布した安定ヨウ素剤については、使用期限である３年ご

とに回収し、新しい安定ヨウ素剤を再配布するものとする。また、転出者・転入者に対する速やかな安

定ヨウ素剤の回収・配布に努めるものとする。 

第９節（略） 

第１０節   

第１～第３ （略） 

第４ 関係機関との協定 

（１）～（２）略 

（３）応援生活物資協定 

ア 福井県生活協同組合連合会と締結している「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定」 

イ 福井県経済農業協同組合連合会、福井県地方卸売市場協議会、一般財団法人福井市中央卸売市場協会、

株式会社バロー、福井県米穀株式会社、有限会社南部酒造場、株式会社ハイピース、株式会社若狭瓜割、

株式会社おおい、福井市（企業局）、池田町（振興開発課）、高浜町（総務課）、北陸コカ・コーラボトリン

グ株式会社、サントリーフーズ株式会社（北陸支店）、キリンビバレッジ株式会社北陸支社、株式会社ロ

ーソン、株式会社ファミリーマートおよび株式会社セブン－イレブン・ジャパンそれぞれと締結している

「災害時における応急生活物資等の協力に関する協定」 

 

（４）応急仮設住宅建設、賃貸住宅提供 

一般社団法人プレハブ建築協会と締結している「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」 

   公益社団法人福井県宅地建物取引業協会と締結している「災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供

に関する協定」 

 

 

 

 

（５）（略） 

（６）その他 

一般社団法人福井県産業廃棄物協会と締結している「大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する

協定」 

中日本高速道路株式会社と締結している「福井県と中日本高速道路株式会社との包括的提携協定」および

「災害時等における相互協力に関する協定」 

西日本高速道路株式会社と締結している「福井県と西日本高速道路株式会社との包括的提携協定」および

「災害時等における相互協力に関する協定」 

一般社団法人福井県電業協会と締結している「災害時における県有電気施設の応急対策業務に関する協

定」および「災害時等における相互協力に関する協定」 

一般社団法人福井県建設業協会と締結している「災害時における公共土木施設の応急対策に関する協定」

第２章  原子力災害事前対策  

第１節～第７節 （略） 

第８節 

第１～第２（略） 

第３ 原子力災害医療資機材等の整備 

（１）～（２）略 

（３）安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 

（エ） 県は、関係市町と連携し、住民に事前配布した安定ヨウ素剤については、使用期限ごとに回収し、

新しい安定ヨウ素剤を再配布するものとする。また、転出者・転入者に対する速やかな安定ヨウ素剤の

回収・配布に努めるものとする。 

第９節（略） 

第１０節   

第１～第３ （略） 

第４ 関係機関との協定 

（１）～（２）略 

（３）応援生活物資協定 

ア 福井県生活協同組合連合会と締結している「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定」 

イ 福井県経済農業協同組合連合会、福井県地方卸売市場協議会、一般財団法人福井市中央卸売市場協会、

株式会社バロー、福井県米穀株式会社、有限会社南部酒造場、株式会社ハイピース、株式会社若狭瓜割、

株式会社おおい、福井市（企業局）、池田町（振興開発課）、高浜町（総務課）、北陸コカ・コーラボトリン

グ株式会社、サントリーフーズ株式会社（北陸支店）、キリンビバレッジ株式会社北陸支社、株式会社ロー

ソン、株式会社ファミリーマートおよび株式会社セブン－イレブン・ジャパンそれぞれと締結している「災

害時における応急生活物資等の協力に関する協定」 

  ウ 福井県テントシート工業組合と締結している「災害時等における物資の調達等に関する協定」  

 

（４）応急仮設住宅建設、賃貸住宅提供 

一般社団法人プレハブ建築協会と締結している「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」 

   公益社団法人福井県宅地建物取引業協会と締結している「災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供

に関する協定」 

   一般社団法人全国木造建設事業協会と締結している「災害時における応急仮設木造住宅の建設に関する 

協定」 

 

（５）（略） 

（６）その他 

一般社団法人福井県産業廃棄物協会と締結している「大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する

協定」 

中日本高速道路株式会社と締結している「福井県と中日本高速道路株式会社との包括的提携協定」および

「災害時等における相互協力に関する協定」 

西日本高速道路株式会社と締結している「福井県と西日本高速道路株式会社との包括的提携協定」および

「災害時等における相互協力に関する協定」 

一般社団法人福井県電業協会と締結している「災害時における県有電気施設の応急対策業務に関する協

定」および「災害時等における相互協力に関する協定」 

一般社団法人福井県建設業協会と締結している「災害時における公共土木施設の応急対策に関する協定」
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および「広域災害時における公共土木施設の応急対策に関する協定」 

 一般社団法人福井県建築工業会と締結している「災害時における県有建築物の応急対策業務等に関する協

定」 

 一般社団法人福井県測量設計業協会と締結している「災害時における公共土木施設の応急対策に関する協

定」 

公益社団法人土木学会関西支部と締結している「災害時における調査の相互協力に関する協定」 

セントラルヘリコプターサービス株式会社と締結している「災害航空応援協力協定」 

 一般社団法人福井県エルピーガス協会と締結している「災害時等における緊急用ＬＰガス供給に関する協

定」 

 全国日本高速道路レッカー事業協同組合と締結している「災害時等における障害物撤去等に関する協定」 

 福井県理容生活衛生同業組合と締結している「災害時における理容サービス業務の提供に関する協定」 

 福井県美容業生活衛生同業組合と締結している「災害時における美容サービス業務の提供に関する協定」 

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会と締結している「災害時における公共建築物の清掃および消

毒等に関する協定」 

   株式会社福井銀行と締結している「災害時等における相互協力に関する協定書」 

福井県石油業協同組合と締結している「災害時等における石油燃料の供給に関する協定書」 

石油連盟と締結している「災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書」 

福井県葬祭業協同組合および全日本葬祭業協同組合連合会と締結している「災害時における棺および葬

祭用品の供給等ならびに遺体の搬送等の協力に関する協定書」 

 

 

および「広域災害時における公共土木施設の応急対策に関する協定」 

 一般社団法人福井県建築工業会と締結している「災害時における県有建築物の応急対策業務等に関する協

定」 

 一般社団法人福井県測量設計業協会と締結している「災害時における公共土木施設の応急対策に関する協

定」 

公益社団法人土木学会関西支部と締結している「災害時における調査の相互協力に関する協定」 

セントラルヘリコプターサービス株式会社と締結している「災害航空応援協力協定」 

 一般社団法人福井県エルピーガス協会と締結している「災害時等における緊急用ＬＰガス供給に関する協

定」 

 全国日本高速道路レッカー事業協同組合と締結している「災害時等における障害物撤去等に関する協定」 

 福井県理容生活衛生同業組合と締結している「災害時における理容サービス業務の提供に関する協定」 

 福井県美容業生活衛生同業組合と締結している「災害時における美容サービス業務の提供に関する協定」 

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会と締結している「災害時における公共建築物の清掃および消毒

等に関する協定」 

   株式会社福井銀行と締結している「災害時等における相互協力に関する協定書」 

福井県石油業協同組合と締結している「災害時等における石油燃料の供給に関する協定書」 

石油連盟と締結している「災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書」 

福井県葬祭業協同組合および全日本葬祭業協同組合連合会と締結している「災害時における棺および葬祭

用品の供給等ならびに遺体の搬送等の協力に関する協定書」 

   福井県生コンクリート工業組合と締結している「災害時における消防用水等の確保に関する協定」 

 

 
 

51


